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改 正 後 改 正 前

第１条 農業倉庫業ノ認可申請書ニハ業務規程及農業倉庫業法施行

規則第１条ニ依ル添付書類ノ外農業倉庫業法第２条第４号乃至第

６号ノ事業ヲ為ササル者ニアリテハ其ノ事由並他ノ金融機関トノ

聯絡関係、農会又ハ一般社団法人若ハ一般財団法人ニアリテハ他

ノ金融機関トノ聯絡関係ヲ記載シタル書面ヲ添付スヘシ

省略

第５条 一般社団法人又ハ一般財団法人ヨリ提出スル第１条、第２

条又ハ第３条ノ書類ハ正副２通ヲ要ス

第６条 農業倉庫業ヲ経営スル一般社団法人又ハ一般財団法人カ登

記ヲナシタルトキハ２週間以内ニ登記シタル事項及其ノ登記年月

日ヲ知事ニ届出ツヘシ

第８条 省略

前項第１号ノ帳簿ハ一般社団法人又ハ一般財団法人ニ在ラサレハ

備フルコトヲ要セス又農会又ハ一般社団法人若ハ一般財団法人ニ

在リテハ第８号帳簿ヲ要セサルモノトス

省略

第１条 農業倉庫業ノ認可申請書ニハ業務規程及農業倉庫業法施行

規則第１条ニ依ル添付書類ノ外農業倉庫業法第２条第４号乃至第

６号ノ事業ヲ為ササル者ニアリテハ其ノ事由並他ノ金融機関トノ

聯絡関係、農会又ハ公益法人 ニアリテハ他

ノ金融機関トノ聯絡関係ヲ記載シタル書面ヲ添付スヘシ

省略

第５条 公益法人 ヨリ提出スル第１条第２条

第３条ノ書類ハ正副２通ヲ要ス

第６条 農業倉庫業ヲ経営スル公益法人 カ登

記ヲナシタルトキハ２週間以内ニ登記シタル事項及其ノ登記年月

日ヲ知事ニ届出ツヘシ

第８条 省略

前項第１号ノ帳簿ハ公益法人 ニ在ラサレハ

備フルコトヲ要セス又農会、公益法人 ニ

在リテハ第８号帳簿ヲ要セサルモノトス

省略

（消費生活協同組合法施行細則の一部改正）

第２条 消費生活協同組合法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（諸届）

第２条 組合は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく

知事に届け出なければならない。この場合において、第６号から

第１４号までに該当するときは、その理由又は経緯を記載しなけれ

ばならない。

�～� 省略

� 破産手続開

始の申立てをなし、又は破産手続開始の決定を受けたとき。

�～� 省略

（諸届）

第２条 組合は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく

知事に届け出なければならない。この場合において、第６号から

第１４号までに該当するときは、その理由又は経緯を記載しなけれ

ばならない。

�～� 省略

� 民法（明治２９年法律第８９号）第７０条の規定により破産手続開

始の申立てをなし、又は破産手続開始の決定を受けたとき。

�～� 省略

（建築士法施行細則の一部改正）

第３条 建築士法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（指定の申請）

第１８条の２ 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

� 定款 及び法人の登記事項証明書

�～� 省略

（指定の申請）

第１８条の２ 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

� 定款又は寄附行為及び法人の登記事項証明書

�～� 省略

（愛媛県中小企業高度化資金貸付規則の一部改正）

第４条 愛媛県中小企業高度化資金貸付規則（昭和３１年愛媛県規則第６２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第３条―第５条関係） 別表第１（第３条―第５条関係）
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高度化

資金の

種類

貸付対象者 貸付

対象

貸付

金の

金額

利

率

償

還

期

間

据

置

期

間

高度化

資金の

種類

貸付対象者 貸付

対象

貸付

金の

金額

利

率

償

還

期

間

据

置

期

間

地域

中小企

業応援

ファン

ド資金

地域中小企業応援ファン

ド事業を行う一般社団法人

又は一般財団法人

であつて、当該法人

の資本又は基本財産に地方

公共団体が資金を拠出した

もの

省略 地域

中小企

業応援

ファン

ド資金

地域中小企業応援ファン

ド事業を行う民法（明治２９

年法律第８９号）第３４条の規

定により設立された法人

（以下「公益法人」とい

う。）であつて、当該法人

の資本又は基本財産に地方

公共団体が資金を拠出した

もの

省略

別表第３（第３条―第５条関係） 別表第３（第３条―第５条関係）

高度化

資金の

種類

貸付対象者 貸付

対象

貸付

金の

金額

利

率

償

還

期

間

据

置

期

間

高度化

資金の

種類

貸付対象者 貸付

対象

貸付

金の

金額

利

率

償

還

期

間

据

置

期

間

１ 地

域産

業創

造基

盤整

備資

金

政令第２条第２項第１号

に規定する特定会社（以下

「特定会社」という。）、

同号に規定する一般社団法

人等（以下「一般社団法人

等」という。）、同号に規

定する商工会等（以下「商

工会等」という。）又は市

町

省略 １ 地

域産

業創

造基

盤整

備資

金

政令第２条第２項第１号

に規定する特定会社（以下

「特定会社」という。）、

公益法人

、同号に規

定する商工会等（以下「商

工会等」という。）又は市

町

省略

２ 商

店街

整備

等支

援資

金

特定会社、一般社団法人

等又は商工会等

省略 ２ 商

店街

整備

等支

援資

金

特定会社、公益法人

又は商工会等

省略

別表第４（第３条―第５条関係） 別表第４（第３条―第５条関係）

高度化

資金の

種類

貸付対象者 貸付

対象

貸付

金の

金額

利

率

償

還

期

間

据

置

期

間

高度化

資金の

種類

貸付対象者 貸付

対象

貸付

金の

金額

利

率

償

還

期

間

据

置

期

間

１ 地

域産

業創

造基

盤整

整備

活性

化資

金

特定会社、一般社団法人

等、商工会等又は市町（地

域産業創造基盤整備事業を

行つたものに限る。）

省略 １ 地

域産

業創

造基

盤整

整備

活性

化資

金

特定会社、公益法人

、商工会等又は市町（地

域産業創造基盤整備事業を

行つたものに限る。）

省略

２ 商

店街

整備

等活

特定会社、一般社団法人

等又は商工会等（商店街整

備等支援事業を行つたもの

に限る。）

省略 ２ 商

店街

整備

等活

特定会社、公益法人

又は商工会等（商店街整

備等支援事業を行つたもの

に限る。）

省略
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性化

資金

性化

資金

様式第２号（第１０条関係） 高度化資金計画書

様式第２号（その１）～（その３） 省略

様式第２号（その４）

様式第２号（第１０条関係） 高度化資金計画書

様式第２号（その１）～（その３） 省略

様式第２号（その４）

高度化資金計画書（一般社団法人等用）

省略

法人名

省略

高度化資金計画書（公益法人用 ）

省略

公益法人名

省略

１ 法人

の概要

省略 １ 公益法人

の概要

省略

法人 の

沿革

公益法人の

沿革

省略 省略

２～４ 省略 ２～４ 省略

注１ この計画書は、一般社団法人等が土地、建物、設備又は構

築物を取得し、造成し、又は整備する場合に使用すること。

２ 省略

３ 次の書類を添付すること。

� 法人 の定款 の写し及び登記事項証明書

�～� 省略

４ 省略

様式第２号（その５）・（その６） 省略

様式第２号（その７）

注１ この計画書は、公益法人 が土地、建物、設備又は構

築物を取得し、造成し、又は整備する場合に使用すること。

２ 省略

３ 次の書類を添付すること。

� 公益法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

�～� 省略

４ 省略

様式第２号（その５）・（その６） 省略

様式第２号（その７）

省略

法人名

省略

省略

公益法人名

省略

１ 法人

の概要

省略 １ 公益法人

の概要

省略

法人 の

沿革

公益法人の

沿革

省略 省略

２・３ 省略 ２・３ 省略

注１ 省略

２ 次の書類を添付すること。

� 法人 の定款 の写し及び登記事項証明書

�～� 省略

３ 省略

注１ 省略

２ 次の書類を添付すること。

� 公益法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

�～� 省略

３ 省略

（農業協同組合法施行細則の一部改正）

第５条 農業協同組合法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（役員が欠けた場合の請求）

第１７条 組合員その他の利害関係人は、法第４０条第１項及び第７２条

の１２の６

の規定による請求をしようとするときは、請求書に役員が欠

けるに至つた経過概要書及び損害が生ずる理由書を添えて知事に

提出しなければならない。

（役員が欠けた場合の請求）

第１７条 組合員その他の利害関係人は、法第４０条第１項の規定及び

法第７３条第２項において準用する民法（明治２９年法律第８９号）第

５６条の規定による請求をしようとするときは、請求書に役員が欠

けるに至つた経過概要書及び損害が生ずる理由書を添えて知事に

提出しなければならない。

（児童福祉法施行細則の一部改正）

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号
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第６条 児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（児童福祉施設設置計画書）

第４７条 市町、社会福祉法人、日本赤十字社又は公益社団法人若し

くは公益財団法人 は、翌年度における児童福祉施設の設備を

要する費用に対し補助金の交付を受けようとするときは、児童福

祉施設設置計画書（様式第３９号）を毎年１１月１５日までに所轄の地

方局長を経て知事に提出しなければならない。

２ 省略

様式第１５号（第１１条関係） 指定知的障害児施設等指定（更新）申

請書

（児童福祉施設設置計画書）

第４７条 市町、社会福祉法人、日本赤十字社又は民法第３４条の規定

により設立された法人は、翌年度における児童福祉施設の設備を

要する費用に対し補助金の交付を受けようとするときは、児童福

祉施設設置計画書（様式第３９号）を毎年１１月１５日までに所轄の地

方局長を経て知事に提出しなければならない。

２ 省略

様式第１５号（第１１条関係） 指定知的障害児施設等指定（更新）申

請書

省略 省略

注１～３ 省略

４ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合に、社会

福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、株式会

社等の別を記入すること。

５～８ 省略

別紙１～５ 省略

注１～３ 省略

４ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合に、社会

福祉法人、医療法人、社団法人、財団法人 、株式会

社等の別を記入すること。

５～８ 省略

別紙１～５ 省略

（愛媛県母子及び寡婦福祉法施行細則の一部改正）

第７条 愛媛県母子及び寡婦福祉法施行細則（昭和４０年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（母子福祉資金の貸付けの申請）

第３条 省略

２ 法第１４条の規定による資金の貸付けを受けようとする母子福祉

団体は、母子福祉資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて知事

に提出しなければならない。

� 定款

�～� 省略

様式第１号（第３条関係） 母子福祉資金貸付申請書

様式第１号（その１） 省略

様式第１号（その２）団体用

母子福祉資金貸付申請書

（母子福祉資金の貸付けの申請）

第３条 省略

２ 法第１４条の規定による資金の貸付けを受けようとする母子福祉

団体は、母子福祉資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて知事

に提出しなければならない。

� 定款又は寄附行為

�～� 省略

様式第１号（第３条関係） 母子福祉資金貸付申請書

様式第１号（その１） 省略

様式第１号（その２）団体用

母子福祉資金貸付申請書

省略 省略

（様式第１号（その２）の裏面）

記 載 上 の 注 意

１～７ 省略

８ この申請書には、次の書類を添付のこと。

� 法人の定款

�～� 省略

様式第３７号（第２３条関係） 寡婦福祉資金貸付申請書

様式第３７号（その１） 省略

様式第３７号（その２）団体用

（表面） 省略

（裏面）

（様式第１号（その２）の裏面）

記 載 上 の 注 意

１～７ 省略

８ この申請書には、次の書類を添付のこと。

� 法人の定款又は寄附行為

�～� 省略

様式第３７号（第２３条関係） 寡婦福祉資金貸付申請書

様式第３７号（その１） 省略

様式第３７号（その２）団体用

（表面） 省略

（裏面）

記 載 上 の 注 意

１～８ 省略

記 載 上 の 注 意

１～８ 省略
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９ この申請書には、次の書類を添付すること。

� 定款

�～� 省略

９ この申請書には、次の書類を添付すること。

� 定款又は寄付行為

�～� 省略

（愛媛県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部改正）

第８条 愛媛県沿岸漁業改善資金貸付規則（昭和５４年愛媛県規則第８２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（沿岸漁業改善資金の種類等）

第２条 経営等改善資金の種類及び貸付けの内容並びに貸付金の一

沿岸漁業従事者等ごとの限度額及び償還期間は、次の表のとおり

とする。

（沿岸漁業改善資金の種類等）

第２条 経営等改善資金の種類及び貸付けの内容並びに貸付金の一

沿岸漁業従事者等ごとの限度額及び償還期間は、次の表のとおり

とする。

経営等改善資金の

種類

貸付けの内容 貸付金の

限度額

償還

期間

経営等改善資金の

種類

貸付けの内容 貸付金の

限度額

償還

期間

１～３ 省略 １～３ 省略

４ 推進機関その

他の漁船に設置

される機器等で

あつて、通常の

型式のもの又は

通常の方式によ

るものと比較し

て燃料油の消費

が節減されるも

のの設置に必要

な資金

１ 漁船用環境高度対応

機関（社団法人海洋水

産システム協会（平成

１３年５月２５日に社団法

人海洋水産システム協

会という名称で設立さ

れた法人をいう。）が

漁船用環境高度対応機

関として型式認定した

漁船用推進機関をい

う。以下同じ。）の設

置費用

２ 省略

省略 ４ 推進機関その

他の漁船に設置

される機器等で

あつて、通常の

型式のもの又は

通常の方式によ

るものと比較し

て燃料油の消費

が節減されるも

のの設置に必要

な資金

１ 漁船用環境高度対応

機関（社団法人海洋水

産システム協会

が

漁船用環境高度対応機

関として型式認定した

漁船用推進機関をい

う。以下同じ。）の設

置費用

２ 省略

省略

５～１３ 省略 ５～１３ 省略

２・３ 省略 ２・３ 省略

（愛媛県行政組織規則の一部改正）

第９条 愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（総務部各課の所掌事務）

第７条 省略

２～５ 省略

６ 私学文書課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 公益法人、特例民法法人及び移行法人並びに公益信託に関す

ること（他の所管に属するものを除く。）。

�～� 省略

７ 省略

（総務部各課の所掌事務）

第７条 省略

２～５ 省略

６ 私学文書課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 公益法人 及び 公益信託に関す

ること（他の所管に属するものを除く。）。

�～� 省略

７ 省略

（特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部改正）

第１０条 特定非営利活動促進法施行条例施行規則（平成１０年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

項 左 欄 右 欄 項 左 欄 右 欄

１～６

省略

１～６

省略

７ 条例第６条の届出書 省略 ７ 条例第５条の届出書 省略

８ 条例第８条の届出書 省略 ８ 条例第７条の届出書 省略

９ 条例第１２条の申請書 省略 ９ 条例第１１条の申請書 省略

１０ 条例第１３条第１項の届出書 省略 １０ 条例第１２条第１項の届出書 省略

１１ 条例第１３条第２項の届出書 省略 １１ 条例第１２条第２項の届出書 省略

１２ 条例第１４条の申請書 省略 １２ 条例第１３条の申請書 省略

１３ 条例第１５条の届出書 省略 １３ 条例第１４条の届出書 省略

（書類の提出部数）

第３条 条例第２条第５項、第７条第２項及び第１０条の規則で定め

る部数は、１部とする。

（事業報告書等及び内閣総理大臣から送付を受けた書類の写しの

閲覧場所）

第５条 前条の規定は、条例第１１条及び第１９条の規則で定める場所

について準用する。

（書面の保存等における情報通信の技術を利用する方法）

第６条 条例第２０条第２項に規定する書面の作成に代えて行う当該

書面に係る電磁的記録の作成は、特定非営利活動法人の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディ

スク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディス

ク等」という。）をもって調製する方法によらなければならない。

第７条 条例第２０条第２項に規定する書面の備置きに代えて行う当

該書面に係る電磁的記録の備置きは、次に掲げる方法のいずれか

によらなければならない。

�・� 省略

２ 省略

第８条 条例第２０条第２項に規定する書面の閲覧に代えて行う当該

書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載

した書類の閲覧は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備

え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した

書類により行わなければならない。

様式第２号（第２条関係） 設立登記完了届出書

（書類の提出部数）

第３条 条例第２条第５項、第６条第２項及び第９条の規則で定め

る部数は、１部とする。

（事業報告書等及び内閣総理大臣から送付を受けた書類の写しの

閲覧場所）

第５条 前条の規定は、条例第１０条及び第１８条の規則で定める場所

について準用する。

（書面の保存等における情報通信の技術を利用する方法）

第６条 条例第１９条第２項に規定する書面の作成に代えて行う当該

書面に係る電磁的記録の作成は、特定非営利活動法人の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディ

スク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディス

ク等」という。）をもって調製する方法によらなければならない。

第７条 条例第１９条第２項に規定する書面の備置きに代えて行う当

該書面に係る電磁的記録の備置きは、次に掲げる方法のいずれか

によらなければならない。

�・� 省略

２ 省略

第８条 条例第１９条第２項に規定する書面の閲覧に代えて行う当該

書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載

した書類の閲覧は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備

え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した

書類により行わなければならない。

様式第２号（第２条関係） 設立登記完了届出書

省略 省略

注１・２ 省略

３ 特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条例第３５

号）第１０条の表１の項中欄に掲げる書類それぞれ１通を併せ

て提出すること。

様式第５号（第２条関係） 合併登記完了届出書

注１・２ 省略

３ 特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条例第３５

号）第９条の表１の項中欄に掲げる書類それぞれ１通を併せ

て提出すること。

様式第５号（第２条関係） 合併登記完了届出書

省略 省略

注１・２ 省略

３ 特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条例第３５

注１・２ 省略

３ 特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条例第３５
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号）第１０条の表１の項中欄に掲げる書類それぞれ１通を併せ

て提出すること。

様式第１０号（第２条関係） 解散届出書

号）第９条の表１の項中欄に掲げる書類それぞれ１通を併せ

て提出すること。

様式第１０号（第２条関係） 解散届出書

省略 省略

注 特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条例第３５

号）第１３条第１項に規定する登記事項証明書を添付すること。

様式第１１号（第２条関係） 清算人就職届出書

注 特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条例第３５

号）第１２条第１項に規定する登記事項証明書を添付すること。

様式第１１号（第２条関係） 清算人就職届出書

省略 省略

注 特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条例第３５

号）第１３条第２項に規定する登記事項証明書を添付すること。

様式第１３号（第２条関係） 清算結了届出書

注 特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条例第３５

号）第１２条第２項に規定する登記事項証明書を添付すること。

様式第１３号（第２条関係） 清算結了届出書

省略 省略

注 特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条例第３５

号）第１５条に規定する登記事項証明書を添付すること。

注 特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条例第３５

号）第１４条に規定する登記事項証明書を添付すること。

（指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の一部改正）

第１１条 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則（平成

１１年愛媛県規則第３１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第２条、様式第２号、様式第５号関係） 指定居宅サ

ービス事業者（指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介

護予防サービス事業者）指定（許可）申請書

様式第１号（第２条、様式第２号、様式第５号関係） 指定居宅サ

ービス事業者（指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介

護予防サービス事業者）指定（許可）申請書

省略 省略

注１～３ 省略

４ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合に、社会

福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人又は株式

会社等の別を記入すること。

５～１０ 省略

別紙１～１６ 省略

付表 省略

様式第２号（第２条関係） 指定居宅サービス事業者（指定居宅介

護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者）指

定（許可）更新申請書

注１～３ 省略

４ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合に、社会

福祉法人、医療法人、社団法人、財団法人 又は株式

会社等の別を記入すること。

５～１０ 省略

別紙１～１６ 省略

付表 省略

様式第２号（第２条関係） 指定居宅サービス事業者（指定居宅介

護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者）指

定（許可）更新申請書

省略 省略

注１～３ 省略

４ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合に、社会

福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人又は株式

会社等の別を記入すること。

５～７ 省略

注１～３ 省略

４ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合に、社会

福祉法人、医療法人、社団法人、財団法人 又は株式

会社等の別を記入すること。

５～７ 省略

（医療法施行細則の一部改正）

第１２条 医療法施行細則（平成１４年愛媛県規則第４３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２２６



項 左 欄 右 欄 項 左 欄 右 欄

１～８

省略

１～８

省略

９ 法第４４条第３項の請求 医療法人寄附行為補完請求

書（様式第３４号）

１０ 法第４６条の４第５項の

請求

医療法人仮理事選任請求書

（様式第３５号）

１１ 法第４６条の４第６項の

請求

医療法人特別代理人選任請

求書（様式第３６号）

１２ 法第４６条の４第７項第

４号の報告

医療法人不正行為等報告書

（様式第３７号）

９ 法第４６条の４第３項第

４号の報告

医療法人不正行為等報告書

（様式第３４号）

１３ 法第５０条第３項の届出 医療法人定款（寄附行為）

変更届出書（様式第３８号）

１０ 法第５０条第３項の届出 医療法人定款（寄附行為）

変更届出書（様式第３５号）

１４ 法第５２条第１項の届出 医療法人事業報告書等届出

書（様式第３９号）

１１ 法第５２条第１項の届出 医療法人事業報告書等届出

書（様式第３６号）

１５ 法第５５条第８項の届出 医療法人解散届出書（様式

第４０号）

１２ 法第５５条第５項の届出 医療法人解散届出書（様式

第３７号）

１３ 法第６８条において準用

する民法（明治２９年法

律第８９号）第４０条の請

求

医療法人寄附行為補完請求

書（様式第３８号）

１４ 法第６８条において準用

する民法第５６条の請求

医療法人仮理事選任請求書

（様式第３９号）

１５ 法第６８条において準用

する民法第５７条の請求

医療法人特別代理人選任請

求書（様式第４０号）

１６ 法第５６条の６

の届出

省略 １６ 法第６８条において準用

する民法第７７条第２項

の届出

省略

１７ 法第５６条の１１

の届出

省略 １７ 法第６８条において準用

する民法第８３条の届出

省略

１８～２６

省略

１８～２６

省略

様式第４９号（第３条関係） 医療法人登記完了届出書 様式第４９号（第３条関係） 医療法人登記完了届出書

省略 省略

注１ 「登記事項」欄は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第４４

条第１項、第５０条第１項、第５５条第６項及び第５７条第４項の

規定による知事の認可に係る事項に該当するときは、記載を

要しない。

２ 省略

注１ 「登記事項」欄は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第４４

条第１項、第５０条第１項、第５５条第３項及び第５７条第４項の

規定による知事の認可に係る事項に該当するときは、記載を

要しない。

２ 省略

第１３条 医療法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第３８号から様式第４０号までを削り、様式第３７号を様式第４０号とし、様式第３４号から様式第３６号までを３ずつ繰り下げ、様式第３３号

の次に次の３様式を加える。

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２２７



様式第３４号（第３条関係） 医療法人寄附行為補完請求書

医療法人寄附行為補完請求書

年 月 日

愛媛県知事 様

住所（法人にあっては、

請求者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名） �

医 療 法 人 の 名 称

主たる事務所の所在地

補完事項
医療法人の名称

主たる事務所の

所在地

理事任免の方法

補 完 の 理 由

注１ 請求者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができる。

２ 「補完事項」欄は、補完を請求する事項について記載すること。

３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 補完前及び補完後の寄附行為

� 設立者の死亡を証する書類

� その他知事が必要と認める書類

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２２８



様式第３５号（第３条関係） 医療法人仮理事選任請求書

医療法人仮理事選任請求書

年 月 日

愛媛県知事 様

住所（法人にあっては、

請求者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名） �

医 療 法 人 の 名 称

主たる事務所の所在地

選任しよう

とする仮理

事

住 所

氏 名

性 別

生年月日 年 月 日

職 業

選 任 の 理 由

注１ 請求者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができる。

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 仮理事に選任しようとする者の就任承諾書及び履歴書

� その他知事が必要と認める書類

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２２９



様式第３６号（第３条関係） 医療法人特別代理人選任請求書

医療法人特別代理人選任請求書

年 月 日

愛媛県知事 様

住所（法人にあっては、

請求者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名） �

医 療 法 人 の 名 称

主 た る 事 務 所 の 所 在 地

選任しよう

とする特別

代理人

住 所

氏 名

性 別

生 年 月 日 年 月 日

職 業

代表権を有する

理事との続柄

利 益 が 相 反 す る 事 項

選 任 の 理 由

注１ 請求者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができる。

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 特別代理人に選任しようとする者の就任承諾書及び履歴書

� その他知事が必要と認める書類

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２３０



（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部改正）

第１４条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成１５年愛媛県規則第４３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（鳥獣の保護に支障がないと認められる行為）

第５条 法第２９条第７項ただし書の知事の定める鳥獣の保護に支障

がないと認められる行為は、次に掲げる行為とする。

�～� 省略

� 政令第２条各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為

ア～ク 省略

ケ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは大学又は

一般社団法人若しくは一般財団法人

で学術の研究を目的とするものが試験研究又は学術研究

として行う行為（あらかじめ、知事に通知したものに限

る。）

コ～ス 省略

（鳥獣の保護に支障がないと認められる行為）

第５条 法第２９条第７項ただし書の知事の定める鳥獣の保護に支障

がないと認められる行為は、次に掲げる行為とする。

�～� 省略

� 政令第２条各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為

ア～ク 省略

ケ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは大学又は

民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の規定により設立された

法人で学術の研究を目的とするものが試験研究又は学術研究

として行う行為（あらかじめ、知事に通知したものに限

る。）

コ～ス 省略

（障害者自立支援法施行細則の一部改正）

第１５条 障害者自立支援法施行細則（平成１８年愛媛県規則第３１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第２条関係） 指定障害福祉サービス事業者（指定障

害者支援施設・指定相談支援事業者）指定（更新）申請書

様式第２号（第２条関係） 指定障害福祉サービス事業者（指定障

害者支援施設・指定相談支援事業者）指定（更新）申請書

省略 省略

注１～５ 省略

６ 「法人の種別」の欄は、社会福祉法人、医療法人、一般社

団法人、一般財団法人、株式会社等の別を記入すること。

７～１１ 省略

別紙１～１４ 省略

注１～５ 省略

６ 「法人の種別」の欄は、社会福祉法人、医療法人、社団法

人、財団法人 、株式会社等の別を記入すること。

７～１１ 省略

別紙１～１４ 省略

（知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の廃止）

第１６条 知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則（平成１２年愛媛県規則第８号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により提出されている書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定に

より提出された書類とみなす。

３ 第６条の規定による改正後の児童福祉法施行細則第４７条第１項に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年

法律第５０号）第４２条第１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人（以下「特例民法法人」という。）を含むものとする。

（知事の所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正）

４ 知事の所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成１８年愛媛県規則第５８

号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第３条、第４条関係） 別表第１（第３条、第４条関係）

１～５ 省略 １～５ 省略

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２３１
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告 示
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�愛媛県告示第１６４８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項の規定に

より、次のとおり指定代理納付者を指定した。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定代理納付者の名称及び主たる事務所の所在地

ヤフー株式会社

東京都港区六本木六丁目１０番１号

２ 指定代理納付者に納付させる歳入

インターネットを利用して納付するふるさと愛媛応援寄附金に

係る寄附金歳入

３ 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

平成２０年１２月１日から平成２１年３月３１日まで

６ 知事の所管に属する公益

法人の設立及び監督に関す

る規則（平成１２年愛媛県規

則第８号）

第９条第１号、第２号（理事

及び監事並びにその他の職員

の名簿に限る。）、第５号

（収入及び支出に関する帳簿

に限る。）及び第６号

６ 省略 ７ 省略

（知事の所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正に伴う経過措

置）

５ 特例民法法人が事務所に備えなければならないこととされている書類及び帳簿の電磁的記録による保存については、なお従前の例によ

る。

�愛媛県規則第６２号
知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の一部を改正する規則

知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則（平成１２年愛媛県規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（設立の許可の申請）

第２条 民法第３４条の規定により法人の設立の許可を受けようとす

る者（以下「設立者」という。）は、申請書に次に掲げる書類を

添えて、知事に申請しなければならない。

�～� 省略

� 理事及び監事となるべき者の就任承諾書及び履歴書

�～� 省略

２ 省略

（設立の許可の申請）

第２条 民法第３４条の規定により法人の設立の許可を受けようとす

る者（以下「設立者」という。）は、申請書に次に掲げる書類を

添えて、知事に申請しなければならない。

�～� 省略

� 理事及び監事となるべき者の就任承諾書、履歴書及び印鑑証

明書

�～� 省略

２ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１６４９号
愛媛県情報公開条例第３４条第１項の規定による知事が定める法人の指定（平成１３年１２月愛媛県告示第２０１２号）の一部を次のように改正し、

平成２０年１２月１日から施行する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２３２



��������������

改 正 後 改 正 前

�・� 省略

� 財団法人えひめ女性財団（平成３年４月１日に財団法人えひ

め女性財団という名称で設立された法人をいう。）

� 財団法人愛媛県廃棄物処理センター（平成５年９月１日に財

団法人愛媛県廃棄物処理センターという名称で設立された法人

をいう。）

� 財団法人伊方原子力広報センター（昭和５８年４月１日に財団

法人伊方原子力広報センターという名称で設立された法人をい

う。）

� 財団法人えひめ産業振興財団（昭和６１年１１月１日に財団法人

愛媛テクノポリス財団という名称で設立された法人をいう。）

� 財団法人愛媛県国際交流協会（平成元年４月１日に財団法人

愛媛県国際交流協会という名称で設立された法人をいう。）

� 財団法人えひめ農林漁業担い手育成公社（昭和４６年９月８日

に財団法人愛媛県農業開発公社という名称で設立された法人を

いう。）

	 財団法人愛媛の森林基金（昭和６１年５月１０日に財団法人愛媛

の森林基金という名称で設立された法人をいう。）


 財団法人愛媛県水産振興基金（昭和４９年１月１４日に財団法人

愛媛県漁業操業安全協会という名称で設立された法人をい

う。）

� 財団法人愛媛県栽培漁業基金（昭和６１年１２月１２日に財団法人

愛媛県栽培漁業基金という名称で設立された法人をいう。）

� 財団法人愛媛県動物園協会（昭和６２年４月１日に財団法人愛

媛県動物園協会という名称で設立された法人をいう。）

 財団法人愛媛県暴力追放推進センター（平成４年４月２４日に

財団法人愛媛県暴力追放推進センターという名称で設立された

法人をいう。）

�・� 省略

�・� 省略

� 財団法人えひめ女性財団

� 財団法人愛媛県廃棄物処理センター

� 財団法人伊方原子力広報センター

� 財団法人えひめ産業振興財団

� 財団法人愛媛県国際交流協会

� 財団法人えひめ農林漁業担い手育成公社

	 財団法人愛媛の森林基金


 財団法人愛媛県水産振興基金

� 財団法人愛媛県栽培漁業基金

� 財団法人愛媛県動物園協会

 財団法人愛媛県暴力追放推進センター

�・� 省略

�愛媛県告示第１６５０号
愛媛県個人情報保護条例第５条の規定による知事が定める法人の指定（平成１３年１２月愛媛県告示第２０１３号）の一部を次のように改正し、

平成２０年１２月１日から施行する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

�・� 省略

� 財団法人えひめ女性財団（平成３年４月１日に財団法人えひ

め女性財団という名称で設立された法人をいう。）

� 財団法人愛媛県国際交流協会（平成元年４月１日に財団法人

愛媛県国際交流協会という名称で設立された法人をいう。）

� 財団法人えひめ農林漁業担い手育成公社（昭和４６年９月８日

に財団法人愛媛県農業開発公社という名称で設立された法人を

いう。）

� 財団法人愛媛県動物園協会（昭和６２年４月１日に財団法人愛

媛県動物園協会という名称で設立された法人をいう。）

� 財団法人愛媛県暴力追放推進センター（平成４年４月２４日に

財団法人愛媛県暴力追放推進センターという名称で設立された

�・� 省略

� 財団法人えひめ女性財団

� 財団法人愛媛県国際交流協会

� 財団法人えひめ農林漁業担い手育成公社

� 財団法人愛媛県動物園協会

� 財団法人愛媛県暴力追放推進センター

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２３３
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法人をいう。）

� 省略 � 省略

�愛媛県告示第１６５１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ヒマラヤ今治店 今治市南高下町一丁
目１６８４番６ 他 大規模小売店舗の名称 ベスト電器今治店 ヒマラヤ今治店 平成２０年

９月２６日
平成２０年
１１月１７日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の氏名又は名称及
び住所並びに法人にあっては
代表者の氏名

株式会社ベスト電器
福岡県福岡市博多区
千代六丁目２番３３号
代表取締役
濱田 孝

株式会社ヒマラヤ
岐阜県岐阜市江添一
丁目１番１号
代表取締役
小森 裕作

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１６５２号
愛媛県造林事業補助金交付規程（昭和６２年１１月愛媛県告示第１３８３号）の一部を次のように改正し、平成２０年１２月１日から施行する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（事業主体）

第５条 事業主体（造林事業を自ら又は委託を受けて実施するもの

をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。

� 省略

� 流域育成林整備事業にあつては、次に掲げるもの

ア～エ 省略

オ 一般社団法人又は一般財団法人

（造林を行うことを主たる目的としている法人であつ

て、地方公共団体がその社員であるか又はその基本財産の全

部若しくは一部を拠出しているものに限る

。）

カ～ケ 省略

�～� 省略

（事業主体）

第５条 事業主体（造林事業を自ら又は委託を受けて実施するもの

をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。

� 省略

� 流域育成林整備事業にあつては、次に掲げるもの

ア～エ 省略

オ 民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の規定により設立され

た法人（造林を行うことを主たる目的としている法人であつ

て、地方公共団体がその社員であるか又はその基本財産の全

部若しくは一部を拠出しているものに限る。以下「公益法

人」という。）

カ～ケ 省略

�～� 省略

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２３４



�愛媛県告示第１６５３号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成２０年１０月２１日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種類 利子補給率 漁業近代化資金の種類 利子補給率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２３５
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�愛媛県告示第１６５４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（電子基準点現地調査作業）

２ 作業期間 平成２０年１２月８日から

平成２１年３月９日まで

３ 作業地域 今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、上島町、

久万高原町

�������
�愛媛県告示第１６５５号
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第８条第１項の規定により、農地保有合理化事業の実施に関

する規程の変更を次のとおり承認した。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年５

厘５

毛

年５

厘５

毛

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年６

厘

年６

厘

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年５

厘５

毛

年５

厘５

毛

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年６

厘

年６

厘

８ 省略 ８ 省略

変更の承認を受けた農地
保有合理化法人の名称

変更の承認に係る農地保
有合理化事業の種類 承認年月日

社団法人
久万高原農業公社

法第４条第２項第１号及
び第４号に掲げる事業 平成２０年１１月２０日

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２３６
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�愛媛県告示第１６５６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年１１月２８日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

�愛媛県告示第１６５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０中局建（開）第４３号

平成２０年１１月１８日
伊予市宮下字西谷１８９４番

兵庫県神戸市北区泉台六丁目７番地８－２０

５号

海 田 通 夫

２０中局建（開）第４４号

平成２０年１１月２０日
伊予郡松前町大字徳丸字諏訪１３１９番１

松山市来住町１１３９番地１

ハイムカサペルテＢ１０２号

弓 立 宜 史

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 奥浦白浦線
宇和島市吉田町白浦字佛イトウ外４１９番２から

同町白浦字小浦外３９７番５まで
平成２０年１１月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡鬼北町大字父野川上１０５４番２から

同町大字父野川上１０６１番２まで

旧 ２．８～５．０ ０．１１５

新 ４．４～１４．８ ０．１１５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡鬼北町大字父野川上１０５４番２から

同町大字父野川上１０６１番２まで
平成２０年１１月２８日
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�愛媛県告示第１６６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡鬼北町大字父野川中６番１から

同町大字父野川中４番２まで

旧 ６．０～２５．０ ０．２００

新 １３．０～３１．２ ０．２００

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡鬼北町大字父野川中６番１から

同町大字父野川中４番２まで
平成２０年１１月２８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 十和吉野線
北宇和郡松野町大字奥野川２４４番３から

同町大字奥野川２４７番３まで
平成２０年１１月２８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７９号
喜多郡内子町大瀬東２７０２番から

同町大瀬東２７１０番まで
平成２０年１１月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高茂岬船越線 南宇和郡愛南町武者泊６５２番４

旧 ６．８～７．５ ０．０１０

新 １２．２～１２．８ ０．０１０
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訓 令

�愛媛県告示第１６６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県訓令第２１号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県保健所処務規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県保健所処務規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県保健所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第４条、第６条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表（第４条、第６条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

事務の

種 類

事 項 決裁区

分

組

織

事務の

種 類

事 項 決裁区

分

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高茂岬船越線 南宇和郡愛南町武者泊６５２番４ 平成２０年１１月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡愛南町麦ケ浦４５０番７から

同町麦ケ浦４４６番３まで

旧 ６．７～２９．５ ０．２５３

新 ２５．０～５５．０ ０．２４２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高茂岬船越線 南宇和郡愛南町麦ケ浦４５０番７ 平成２０年１１月２８日
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名 所

長

課

長

名 所

長

課

長

企

画

課

１～４

省略

企

画

課

１～４

省略

５ 医

療法

（昭

和２３

年法

律第

２０５

号）

の施

行に

関す

る事

務

１・２ 省略 ５ 医

療法

（昭

和２

３年

法律

第２

０５

号）

の施

行に

関す

る事

務

１・２ 省略

３ 医療法人に関すること。 ３ 医療法人に関すること。

� 省略 � 省略

� 寄附行為の補完（第４４条第３項） ○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 仮理事及び特別代理人の選任（第４６

条の４第５項、第６項）

○

� 監事からの報告書の受理（第４６条の

４第７項）

○ � 監事からの報告書の受理（第４６条の

４第３項）

○

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略


 省略 � 省略

� 省略 	 省略

� 省略 
 省略

 清算人の届出の受理（第５６条の６） ○

� 清算結了の届出の受理（第５６条の

１１）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略  省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 寄附行為の補完並びに仮理事及び特

別代理人の選任（第６８条、民法（明

治２９年法律第８９号）第４０条、第５６

条、第５７条）

○

� 省略 � 省略

� 清算人の届出及び清算結了の届出の

受理（第６８条、民法第７７条第２項、

第８３条）

○

４・５ 省略 ４・５ 省略

６～２０

省略

６～２０

省略

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号
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知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項 知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類

事 項 決裁区分 事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

１～１０

省略

１～１０

省略

１１ 公益

法人に

関する

事務

１ 公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律（以下

この部において「認定法」とい

う。）の施行に関すること。

１１ 公益

法人に

関する

事務

１ 設立の許可（民法第３４条、第

８４条の２第１項、公益法人に係

る主務官庁の権限に属する事務

の処理等に関する政令（以下こ

の 部 に お い て 「 政 令 」 と い

う。）第１条第１項第１号）

○

� 公益認定（認定法第４条、

第１０条）

○

� 公益認定に係る意見の聴取

（認定法第８条）

○

� 変更の認定に係る意見の聴

取（認定法第８条、第１１条第

４項）

○

� 合併による地位の承継の認

可に係る意見の聴取（認定法

第８条、第２５条第４項）

○

� 変更の認定（認定法第１０

条、第１１条第１項、第４項）

○

� 合併による地位の承継の認

可（認定法第１０条、第２５条第

１項、第４項）

○

� 変更の届出の受理（認定法

第１３条）

○

� 財産目録等の受理及び公開

（認定法第２２条）

○

	 合併等の届出の処理（認定

法第２４条）

○


 解散の届出等の処理（認定

法第２６条）

○

� 欠格事由に係る報告の徴収

及び立入検査等（認定法第２７

条第１項）

○

� 必要な措置の勧告（認定法

第２８条第１項、第２項）

○

 勧告に係る措置命令（認定

法第２８条第３項、第４項）

○

� 勧告及び命令に係る意見の

聴取（認定法第２８条第５項）

○

� 公益認定の取消し（認定法

第２９条第１項、第２項、第４

項）

○
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� 公益認定の取消しに係る意

見の聴取（認定法第２８条第５

項、第２９条第３項）

○

� 公益認定の取消しに係る登

記嘱託（認定法第２９条第６

項）

○

� 公益認定の取消し等に伴う

贈与に係る通知（認定法第３０

条第４項）

○

� 合議制の機関への諮問（認

定法第４３条第１項、第３項、

第５１条）

○

� 合議制の機関への報告（認

定法第４４条第２項、第４６条第

３項、第５２条、第５４条）

○

� 合議制の機関への通知等

（認定法第４５条第１項、第２

項、第３項第１号、第２号、

第４号、第５３条）

○

２ 一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に

関する法律の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律（以下

この項において「整備法」とい

う。）の施行に関すること。

２ 定款の変更の認可（民法第３８

条第２項、第８４条の２第１項、

政令第１条第１項第１号）

○

� 公益法人への移行の認定

（整備法第４４条、第１０５条）

○

� 一般社団法人及び一般財団

法人（以下この項において

「一般法人」という。）への

移行の認可（整備法第４５条、

第１２０条第５項）

○

	 移行期間の満了による解散

の登記の嘱託（整備法第４６条

第２項）

○


 特例財団法人の吸収合併契

約に係る手続の承認（整備法

第６７条第２項）

○

� 特例民法法人の合併の認可

（整備法第６９条第１項）

○

� 特例民法法人の合併の認可

の申請書の送付等（整備法第

６９条第５項）

○

 合併存続特例民法法人の登

記の届出の受理（整備法第７２

条第２項）

○

� 特例財団法人の最初の評議

員の選任に係る認可（整備法

第９２条）

○
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� 特例財団法人の定款の変更

認可（整備法第９４条第６項）

○

� 措置命令（整備法第９６条第

１項）

○

� 解散命令（整備法第９６条第

２項、第３項）

○

� 解散命令に係る登記の嘱託

（整備法第９７条）

○

� 公益法人への移行の認定に

関する意見の聴取（整備法第

１０４条、認定法第８条）

○

� 公益法人への移行の認定の

申請書の提出に係る旧主務官

庁への通知（整備法第１０５

条）

○

� 公益法人又は一般法人への

移行の登記の届出の処理（整

備法第１０６条第２項、第１０８条

第１項、第１２１条第１項）

○

� 公益法人への移行の認定又

は一般法人への移行の認可の

取消し（整備法第１０９条第１

項、第２項、第３項、第１３１

条第１項、第２項、第３項、

認定法第２９条第４項）

○

	 公益法人への移行の認定又

は一般法人への移行の認可の

取消しに係る解散の登記の嘱

託（整備法第１０９条第５項、

第１３１条第５項）

○


 公益法人への移行の認定又

は一般法人への移行の認可を

しない処分に係る解散の登記

の嘱託（整備法第１１０条第２

項、第１２１条第２項）

○

� 旧主務官庁への意見の聴取

（整備法第１２０条第４項）

○

� 一般法人への移行の認可の

申請書の提出に係る旧主務官

庁への通知（整備法第１２０条

第５項）

○

 公益目的支出計画の履行に

係る監督（整備法第１２３条第

２項、第１２６条第３項）

○

� 公益目的支出計画の完了の

確認（整備法第１２４条、第１２６

条第３項）

○

� 公益目的支出計画の変更の

認可（整備法第１２５条第１

項、第１２６条第３項）

○

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２４３



� 公益目的支出計画の軽微な

変更等の届出の受理（整備法

第１２５条第３項、第１２６条第３

項）

○

� 合併をした場合の届出等の

受理（整備法第１２６条第１

項、第３項、第６項）

○

� 公益目的支出計画実施報告

書の受理等（整備法第１２６条

第３項、第１２７条第３項、第

４項）

○

� 必要な措置の勧告（整備法

第１２６条第３項、第１２９条第１

項）

○

� 勧告に係る措置命令（整備

法第１２６条第３項、第１２９条第

２項）

○

� 残余財産の帰属の承認（整

備法第１２６条第３項、第１３０

条）

○

� 公益目的支出計画の完了の

確認を受けたとみなされた旨

の届出の受理（整備法第１２６

条第３項、第１３２条第２項）

○

� 合議制の機関への諮問（整

備法第１３３条第２項、第３項

第１号、第２号、第４項、第

１３８条第２項）

○

	 合議制の機関への通知等

（整備法第１３５条第１項、第

２項第１号から第３号まで、

第５号、第１４０条）

○


 合議制の機関への報告（整

備法第１３６条第３項、第１３９

条、第１４１条、認定法第４４条

第２項）

○

３ 寄附行為の変更の認可 ○

４ 登記完了の届出の受理（民法

第４５条第１項、第３項、第４６条

第２項、第４８条、第７７条、第８４

条の２第１項、政令第１条第１

項第１号）

○

５ 事業計画及び収支予算の届出

の受理

○

６ 事業報告、収支決算届出等の

受理
○

７ 監事異動届出の受理 ○

８ 基本財産の処分の承認 ○
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９ 監事からの報告の受理（民法

第５９条第３号、第８４条の２第１

項、政令第１条第１項第１号）

○

１０ 監督命令（民法第６７条第２

項、第８４条の２第１項、政令第

１条第１項第１号）

○

１１ 業務及び財産の状況の検査

（民法第６７条第３項、第８４条の

２第１項、政令第１条第１項第

１号）

○

１２ 設立許可の取消し（民法第７１

条、第８４条の２第１項、政令第

１条第１項第１号）

○

１３ 解散の許可 ○

１４ 残余財産の処分の許可（民法

第７２条第２項、第８４条の２第１

項、政令第１条第１項第１号）

○

１５ 清算結了の届出の受理（民法

第８３条、第８４条の２第１項、政

令第１条第１項第１号）

○

１６ 主務大臣に対する報告 ○

３ 省略 １７ 省略

１２～２４

省略

１２～２４

省略

備考 １ 室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適用

については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、「室

長」とする。

�～� 省略

� １１の部１の項�から�まで、�から�まで、�、�

から	まで、
及び�並びに２の項�、�、�、か

ら�まで、�から�まで、�、�及び�

� 省略

２・３ 省略

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

備考 １ 室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適用

については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、「室

長」とする。

�～� 省略

� １１の部４の項から７の項まで、９の項、１５の項及び

１６の項

� 省略

２・３ 省略

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

県

民

生

活

課

１～７

省略

県

民

生

活

課

１～７

省略

８ 消

費生

活協

同組

合法

の施

行に

関す

る事

１～２５ 省略 ８ 消

費生

活協

同組

合法

の施

行に

関す

る事

１～２５ 省略

２６ 解散の命令に伴う登記の嘱

託（第８９条第２項）
○

２６ 解散の命令に伴う登記の嘱

託（第８６条第２項）
○

２７～３７ 省略 ２７～３７ 省略
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務 務

９～１２

省略

９～１２

省略

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

県

民

活

動

推

進

課

１ 特

定非

営利

活動

促進

法の

施行

に関

する

事務

１～３ 省略 県

民

活

動

推

進

課

１ 特

定非

営利

活動

促進

法の

施行

に関

する

事務

１～３ 省略

４ 仮理事及び特別代理人の選

任（第１７条の３、第１７条の

４）

○

５ 省略 ４ 省略

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

９ 仮理事及び特別代理人の選

任（第３０条、民法第５６条、第

５７条）

○

１０・１１ 省略 １０・１１ 省略

１２ 清算人の届出の受理（第３１

条の８）

○

１３ 省略 １２ 省略

１４ 清算結了の届出の受理（第

３２条の３）

○

１５ 省略 １３ 省略

１４ 清算人の届出及び清算結了

の届出の受理（第４０条、民法

第７７条第２項、第８３条）

○

１６ 省略 １５ 省略

１７ 省略 １６ 省略

１８ 省略 １７ 省略

１９ 省略 １８ 省略

２～１２

省略

２～１２

省略

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

保

健

福

祉

１～３

省略

保

健

福

祉

１～３

省略

４ 社

会福

１ 社会福祉法人に関するこ

と。

４ 社

会福

１ 社会福祉法人に関するこ

と。
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課 祉法

の施

行に

関す

る事

務

�・� 省略 課 祉法

の施

行に

関す

る事

務

�・� 省略

� 仮理事及び特別代理人の

選任（第３９条の３、第３９条

の４）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 仮理事及び特別代理人の

選任（第４５条、民法第５６

条、第５７条）

○

�・� 省略 �・� 省略

	 清算人の届出の受理（第

４６条の７）

○


 清算結了の届出の受理

（第４７条の３）

○

� 省略 	 省略


 清算人の届出及び清算結

了の届出の受理（第５５条、

民法第７７条第２項、第８３

条）

○

� 省略 � 省略

 省略 � 省略

� 省略  省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２・３ 省略 ２・３ 省略

５～１７

省略

５～１７

省略

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

医

療

対

策

課

１ 医

療法

の施

行に

関す

る事

務

１～２１ 省略 医

療

対

策

課

１ 医

療法

の施

行に

関す

る事

務

１～２１ 省略

２２ 医療法人の寄附行為の補完

（第４４条第３項）

○

２３ 省略 ２２ 省略

２４ 省略 ２３ 省略

２５ 省略 ２４ 省略

２６ 仮理事及び特別代理人の選

任（第４６条の４第５項、第６

項）

○

２７ 医療法人の監事からの報告

書の受理（第４６条の４第７

項）

○ ２５ 医療法人の監事からの報告

書の受理（第４６条の４第３

項）

○
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２８ 省略 ２６ 省略

２９ 省略 ２７ 省略

３０ 省略 ２８ 省略

３１ 省略 ２９ 省略

３２ 省略 ３０ 省略

３３ 清算人の届出の受理（第５６

条の６）

○

３４ 清算結了の届出の受理（第

５６条の１１）

○

３５ 省略 ３１ 省略

３６ 省略 ３２ 省略

３７ 省略 ３３ 省略

３８ 省略 ３４ 省略

３９ 省略 ３５ 省略

３６ 医療法人の寄附行為の補完

並びに仮理事及び特別代理人

の選任（第６８条、民法第４０

条、第５６条、第５７条）

○

４０ 省略 ３７ 省略

３８ 清算人の届出及び清算結了

の届出の受理（第６８条、民法

第７７条第２項、第８３条）

○

２～１７

省略

２～１７

省略

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

子

育

て

支

援

課

１～１２

省略

子

育

て

支

援

課

１～１２

省略

１３ 社

会福

祉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 社会福祉法人に関するこ

と。

１３ 社

会福

祉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 社会福祉法人に関するこ

と。

�・� 省略 �・� 省略

� 仮理事及び特別代理人の

選任（第３９条の３、第３９条

の４）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 仮理事及び特別代理人の

選任（第４５条、民法第５６

条、第５７条）

○

�・� 省略 �・� 省略

� 清算人の届出の受理（第

４６条の７）

○

	 清算結了の届出の受理

（第４７条の３）

○
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� 省略 � 省略

� 清算人の届出及び清算結

了の届出の受理（第５５条、

民法第７７条第２項、第８３

条）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２ 省略 ２ 省略

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

障

害

福

祉

課

１ 社

会福

祉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 社会福祉法人に関するこ

と。

障

害

福

祉

課

１ 社

会福

祉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 社会福祉法人に関するこ

と。

�・� 省略 �・� 省略

	 仮理事及び特別代理人の

選任（第３９条の３、第３９条

の４）

○


 省略 	 省略

� 省略 
 省略

� 仮理事及び特別代理人の

選任（第４５条、民法第５６

条、第５７条）

○

�・ 省略 �・ 省略

� 清算人の届出の受理（第

４６条の７）

○

� 清算結了の届出の受理

（第４７条の３）

○

� 省略 � 省略

� 清算人の届出及び清算結

了の届出の受理（第５５条、

民法第７７条第２項、第８３

条）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２～７

省略

２～７

省略

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

長

寿

１～３

省略

長

寿

１～３

省略
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介

護

課

４ 社

会福

祉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 社会福祉法人に関するこ

と。

介

護

課

４ 社

会福

祉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 社会福祉法人に関するこ

と。

�・� 省略 �・� 省略

� 仮理事及び特別代理人の

選任（第３９条の３、第３９条

の４）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 仮理事及び特別代理人の

選任（第４５条、民法第５６

条、第５７条）

○

�・� 省略 �・� 省略

� 清算人の届出の受理（第

４６条の７）

○

	 清算結了の届出の受理

（第４７条の３）

○


 省略 � 省略

	 清算人の届出及び清算結

了の届出の受理（第５５条、

民法第７７条第２項、第８３

条）

○

� 省略 
 省略

� 省略 � 省略

 省略 � 省略

５～２５

省略

５～２５

省略

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

労

政

雇

用

課

１～７

省略

労

政

雇

用

課

１～７

省略

８ 労

働福

祉に

関す

る事

務

１～４ 省略 ８ 労

働福

祉に

関す

る事

務

１～４ 省略

５ 労働者の福祉を目的とする

公益法人の指導

○

９～１４

省略

９～１４

省略

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長
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経

営

支

援

課

１ 信

用保

証協

会法

の施

行に

関す

る事

務

１ 仮理事の選任（第１２条の

５）

○ 経

営

支

援

課

１ 信

用保

証協

会法

の施

行に

関す

る事

務

１ 仮理事の選任（第１９条

）

○

２～４ 省略 ２～４ 省略

２～１３

省略

２～１３

省略

１４ 商

工会

法の

施行

に関

する

事務

１ 商工会連合会に関するこ

と。

１４ 商

工会

法の

施行

に関

する

事務

１ 商工会連合会に関するこ

と。

�～� 省略 �～� 省略

� 清算結了の届出の受理

（第５４条の３、第５８条第６

項、第６０条 、

政令第１２号）

○ � 清算結了の届出の受理

（第５５条 、第５８条第６

項、第６０条、民法第８３条、

政令第１２号）

○

１５～２３

省略

１５～２３

省略

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

観

光

物

産

課

１～５

省略

観

光

物

産

課

１～５

省略

６ 観

光団

体の

指導

に関

する

事務

１ 社団法人愛媛県観光協会

（平成４年７月２９日に社団法

人愛媛県観光協会という名称

で設立された法人をいう。）

の指導育成

○ ６ 観

光団

体の

指導

に関

する

事務

１ 社団法人愛媛県観光協会

の指導育成

○

２ 省略 ２ 省略

７ 省

略

７ 省

略

８ 物

産の

販路

拡大、

県産

品愛

用運

動の

推進

その

他物

産に

関す

る事

１・２ 省略 ８ 物

産の

販路

拡大、

県産

品愛

用運

動の

推進

その

他物

産に

関す

る事

１・２ 省略

３ 社団法人愛媛県物産協会

（平成３年７月２０日に社団法

人愛媛県物産協会という名称

で設立された法人をいう。）

の指導育成

○ ３ 社団法人愛媛県物産協会

の指導育成

○

４ 省略 ４ 省略
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務 務

９～１１

省略

９～１１

省略

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

農

産

園

芸

課

１～１２

省略

農

産

園

芸

課

１～１２

省略

１３ 社

団法

人愛

媛県

野菜

価格

安定

基金

協会

（昭

和４６

年９

月３０

日に

社団

法人

愛媛

県野

菜価

格安

定基

金協

会と

いう

名称

で設

立さ

れた

法人

をい

う。）

に関

する

事務

１・２ 省略 １３ 社

団法

人愛

媛県

野菜

価格

安定

基金

協会

に関

する

事務

１・２ 省略

１４・１５

省略

１４・１５

省略

組

織

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知 専決者 知 専決者
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名 事 部

長

局

長

課

長

名 事 部

長

局

長

課

長

畜

産

課

１～１１

省略

畜

産

課

１～１１

省略

１２ 財

団法

人中

国四

国酪

農大

学校

（昭

和４０

年１１

月１８

日に

財団

法人

中国

四国

酪農

大学

校と

いう

名称

で設

立さ

れた

法人

をい

う。）

に関

する

事務

１ 省略 １２ 財

団法

人中

国四

国酪

農大

学校

に関

する

事務

１ 省略

１３～２９

省略

１３～２９

省略

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区

分

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区

分

局

長

専決

者

局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長
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地

域

福

祉

課

１ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関すること。 地

域

福

祉

課

１ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 社会福祉法人に関すること。

� 仮理事及び特別代理人の選任

（第３９条の３、第３９条の４）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 仮理事及び特別代理人の選任

（第４５条、民法第５６条、第５７条）
○

�・� 省略 �・� 省略

� 清算人の届出の受理（第４６条の

７）

○

� 清算結了の届出の受理（第４７条

の３）

○

	 省略 � 省略

� 清算人の届出及び清算結了の届

出の受理（第５５条、民法７７条第２

項、第８３条）

○


 省略 	 省略

� 省略 
 省略

� 省略 � 省略

 省略 � 省略

� 省略  省略

� 省略 � 省略

２ 省略 ２ 省略

２～２７

省略

２～２７

省略

備考 省略

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区

分

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区

分

局

長

専決

者

局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長

産

業

振

興

課

１～３

省略

産

業

振

興

課

１～３

省略

４ 農業

協同組

合、農

事組合

法人及

び農業

共済組

合に関

する事

務

１ 省略 ４ 農業

協同組

合、農

事組合

法人及

び農業

共済組

合に関

する事

務

１ 省略

２ 農事組合法人に関すること。 ２ 農事組合法人に関すること。

� 設立、定款の変更、解散、合併

及び組織変更の届出の受理（農業

協同組合法第７２条の１３第２項、第

７２条の１６第４項、第７２条の１７第２

項、第７２条の１８第３項、第７２条の

１８の１０、第７３条の１２）

○ � 設立、定款の変更、解散、合併

及び組織変更の届出の受理（農業

協同組合法第７２条の１３第２項、第

７２条の１６第４項、第７２条の１７第２

項、第７２条の１８第３項、第７３条第

４項 、第７３条の１２）

○

� 省略 � 省略

� 一時理事の選任（農業協同組合 ○ � 仮理事 の選任（農業協同組合 ○
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法第７２条の１２の６ ） 法第７３条第２項、民法第５６条）

� 裁判所からの嘱託による調査及

び裁判所に対する意見の具申（農

業協同組合法第７２条の１８の９第３

項、第４項）

○ � 裁判所からの嘱託による調査及

び裁判所に対する意見の具申（農

業協同組合法第７３条第５項、第６

項 ）

○

５～２０

省略

５～２０

省略

備考 省略 備考 省略

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区

分

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区

分

局

長

専決

者

局

長

専決

者

部

長

室

長

部

長

室

長

商

工

観

光

室

１～３

省略

商

工

観

光

室

１～３

省略

４ 商工

会法の

施行に

関する

事務

１ 省略 ４ 商工

会法の

施行に

関する

事務

１ 省略

�～� 省略 �～� 省略

� 清算結了の届出の受理（第５４条

の３、第６０条 、政令

第１２号）

○ � 清算結了の届出の受理（第５５条

、第６０条、民法第８３条、政令

第１２号）

○

５～１７

省略

５～１７

省略

備考 省略 備考 省略

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第４条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

�の２ 社会福祉法第３９条の３の規定に基づく社会福祉法人の仮

理事の選任に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区

域にわたる社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の３ 社会福祉法第３９条の４の規定に基づく社会福祉法人の特

別代理人の選任に関すること（行う事業が２以上の地方局の所

管区域にわたる社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の４ 省略

�の５ 省略

�の６ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

�の２ 省略

�の３ 省略

�の４ 省略

�の５ 社会福祉法第４５条において準用する民法第５６条の規定に

基づく社会福祉法人の仮理事の選任に関すること（行う事業が

２以上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るものを

除く。）。

�の６ 社会福祉法第４５条において準用する民法第５７条の規定に
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公 告

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野久から次のとおり争議

行為を行う旨の通知が平成２０年１１月１９日あったので公表する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 ２００８年度年末一時金・その他に関する事項

２ 日時 ２００８年１２月１日正午より本問題が完全解決に至る間

�の７・�の８ 省略

�の９ 社会福祉法第４６条の７の規定に基づく清算人の届出の受

理に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわた

る社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の１０ 社会福祉法第４７条の３の規定に基づく清算結了の届出の

受理に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわ

たる社会福祉法人に係るものを除く。）。

�の１１ 省略

�の１２～� 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の５８ 省略

�の５９ 商工会法第５４条の３ の規定に基

づく清算結了の届出の受理に関すること。

�の６０～� 省略

�の２ 農業協同組合法第７２条の１２の６の規定に基づく農事組合

法人の一時理事の選任に関すること。

�の３ 省略

�の４ 省略

�の５ 省略

�の６ 省略

�の７ 農業協同組合法第７２条の１８の９第３項の規定に基づく農

事組合法人に係る裁判所に対する意見の具申及び裁判所からの

嘱託による調査に関すること。

�の８ 農業協同組合法第７２条の１８の９第４項の規定に基づく農

事組合法人に係る裁判所に対する意見の具申に関すること。

�の９ 農業協同組合法第７２条の１８の１０の規定に基づく農事組合

法人の清算結了の届出の受理に関すること。

�の１０～� 省略

５・６ 省略

基づく社会福祉法人の特別代理人の選任に関すること（行う事

業が２以上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るも

のを除く。）。

�の７・�の８ 省略

�の９ 省略

�の１０ 社会福祉法第５５条において準用する民法第７７条第２項の

規定に基づく清算人の届出の受理に関すること（行う事業が２

以上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るものを除

く。）。

�の１１ 社会福祉法第５５条において準用する民法第８３条の規定に

基づく清算結了の届出の受理に関すること（行う事業が２以上

の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るものを除

く。）。

�の１２～� 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の５８ 省略

�の５９ 商工会法第５５条において準用する民法第８３条の規定に基

づく清算結了の届出の受理に関すること。

�の６０～� 省略

�の２ 省略

�の３ 省略

�の４ 省略

�の５ 省略

�の６ 農業協同組合法第７３条第２項において準用する民法第５６

条の規定に基づく農事組合法人の仮理事の選任に関すること。

�の７ 農業協同組合法第７３条第４項において準用する民法第８３

条の規定に基づく農事組合法人の清算結了の届出の受理に関す

ること。

�の８ 農業協同組合法第７３条第５項の規定に基づく農事組合法

人に係る裁判所に対する意見の具申及び裁判所からの嘱託によ

る調査に関すること。

�の９ 農業協同組合法第７３条第６項の規定に基づく農事組合法

人に係る裁判所に対する意見の具申に関すること。

�の１０～� 省略

５・６ 省略

附 則

この訓令は、平成２０年１２月１日から施行する。
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教育委員会規則

３ 場所

病 院 名 所 在 地

財団法人 正光会今治病院 今治市高市甲７８６－１３

財団法人 正光会宇和島病院 宇和島市柿原１２８０番地

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独又

は併用して実施する。

�愛媛県教育委員会規則第２０号
愛媛県教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する等の規則を次のように定める。

平成２０年１１月２８日

愛媛県教育委員会委員長 井 関 和 彦

愛媛県教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する等の規則

（愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部改正）

第１条 愛媛県教育委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（各課及び室の所掌事務）

第３条 各課及び室の所掌事務は、次のとおりとする。

教育総務課

�～� 省略

� 委員会所管の特例民法法人及び公益信託に関する事務の統轄

に関すること。

� 教育に関する事業を実施する公益社団法人、公益財団法人及

び移行法人に関する事務の統轄に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

省略

（各課及び室の所掌事務）

第３条 各課及び室の所掌事務は、次のとおりとする。

教育総務課

�～� 省略

� 委員会所管の公益法人 及び公益信託に関する事務の統轄

に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

省略

（産休補助職員及び育児休業補助職員の給与規則の一部改正）

第２条 産休補助職員及び育児休業補助職員の給与規則（昭和５３年愛媛県教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給与からの控除）

第６条 給与の支給に際しては、その支給額から次に掲げる額に相

当する額を控除することができる。

� 財団法人愛媛県教職員互助会（昭和４７年３月１５日に財団法人

愛媛県教職員互助会という名称で設立された法人をいう。）の

掛金の額及び貸付金の償還金の額

� 省略

（給与からの控除）

第６条 給与の支給に際しては、その支給額から次に掲げる額に相

当する額を控除することができる。

� 財団法人愛媛県教職員互助会

の

掛金の額及び貸付金の償還金の額

� 省略

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号
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教育委員会告示

（愛媛県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の廃止）

第３条 愛媛県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則（昭和４４年愛媛県教育委員会規則第７号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。

（教育委員会の所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正）

２ 教育委員会の所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成１８年愛媛県教

育委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（条例第３条第１項の規則等で定める保存）

第３条 条例第３条第１項の規則等で定める保存は、愛媛県教育委

員会の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則

（昭和６１年愛媛県教育委員会規則第２号）第２７条第１項第１号、

第２号（委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委

員会等の構成員の名簿及び定款又は寄附行為に限る。）、第３号、

第５号（収入支出に関する帳簿に限る。）、第６号及び第８号の

規定に基づく書面の保存とする。

（電磁的記録による保存）

第４条 民間事業者等が、条例第３条第１項の規定に基づき、前条

に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電

磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより

行うものとする。

�・� 省略

２ 省略

（条例第３条第１項の規則等で定める保存）

第３条 条例第３条第１項の規則等で定める保存は、次に掲げる規

定に基づく書面の保存とする。

� 愛媛県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に

関する規則（昭和４４年愛媛県教育委員会規則第７号）第１１条第

１項第１号、第２号（役員及びその他の職員の名簿に限る。）、

第３号、第５号（収入支出に関する帳簿に限る。）、第６号及

び第８号

� 愛媛県教育委員会の所管に属する公益信託に係る許可及び監

督に関する規則（昭和６１年愛媛県教育委員会規則第２号）第２７

条第１項第１号、第２号（委託者又はその相続人、受託者、信

託管理人及び運営委員会等の構成員の名簿及び定款又は寄附行

為に限る。）、第３号、第５号（収入支出に関する帳簿に限る。）、

第６号及び第８号

（電磁的記録による保存）

第４条 民間事業者等が、条例第３条第１項の規定に基づき、前条

各号に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電

磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより

行うものとする。

�・� 省略

２ 省略

（教育委員会の所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正に伴う経

過措置）

３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律（平成１８年法律第５０号）第４２条第２項に規定する特例民法法人が事務所に備えなければならないこととされている書類及び

帳簿の電磁的記録による保存については、なお従前の例による。

�愛媛県教育委員会告示第１２号
愛媛県情報公開条例第３４条第１項の規定による教育委員会が定める法人の指定（平成１３年１２月愛媛県教育委員会告示第４号）の一部を次

のように改正し、平成２０年１２月１日から施行する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県教育委員会委員長 井 関 和 彦

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）第３４条第１項

の規定により、教育委員会が定める法人を次のとおり定める。

� 財団法人愛媛県文化振興財団（昭和５５年１２月２６日に財団法人

愛媛県文化振興財団という名称で設立された法人をいう。）

愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）第３４条第１項

の規定により、教育委員会が定める法人を次のとおり定める。

� 財団法人愛媛県文化振興財団

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号
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� 財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター（昭和５２年６月９日

に財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターという名称で設立さ

れた法人をいう。）

� 財団法人愛媛県スポーツ振興事業団（昭和４９年１２月２５日に財

団法人愛媛県スポーツ振興事業団という名称で設立された法人

をいう。）

� 財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター

� 財団法人愛媛県スポーツ振興事業団

�愛媛県教育委員会告示第１３号
愛媛県個人情報保護条例第５条の規定による教育委員会が定める法人の指定（平成１３年１２月愛媛県教育委員会告示第５号）の一部を次の

ように改正し、平成２０年１２月１日から施行する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県教育委員会委員長 井 関 和 彦

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第５条の

規定により、教育委員会が定める法人を次のとおり定め、平成１４年

４月１日から施行する。

� 財団法人愛媛県文化振興財団（昭和５５年１２月２６日に財団法人

愛媛県文化振興財団という名称で設立された法人をいう。）

� 財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター（昭和５２年６月９日

に財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターという名称で設立さ

れた法人をいう。）

� 財団法人愛媛県スポーツ振興事業団（昭和４９年１２月２５日に財

団法人愛媛県スポーツ振興事業団という名称で設立された法人

をいう。）

愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第５条の

規定により、教育委員会が定める法人を次のとおり定め、平成１４年

４月１日から施行する。

� 財団法人愛媛県文化振興財団

� 財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター

� 財団法人愛媛県スポーツ振興事業団

�愛媛県人事委員会規則６－１７８
公益法人等への職員の派遣等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年１１月２８日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

公益法人等への職員の派遣等に関する規則等の一部を改正する規則

（公益法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正）

第１条 公益法人等への職員の派遣等に関する規則（愛媛県人事委員会規則６─１５９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

（平成１３年愛媛県条例第４７号。以下「条例」という。）第２条第

１項及び第２項第３号、第６条、第９条、第１６条、第１９条並びに

第２０条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必

要な事項を定めるものとする。

（退職派遣者の採用時における処遇）

第７条 退職派遣者（条例第１２条第１号に規定する退職派遣者をい

う。以下同じ。）が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣

等に関する法律（平成１２年法律第５０号。以下「法」という。）第

公益法人等 への職員の派遣等に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例

（平成１３年愛媛県条例第４７号。以下「条例」という。）第２条第

１項及び第２項第３号、第６条、第９条、第１６条、第１９条並びに

第２０条の規定に基づき、公益法人等 への職員の派遣等に関し必

要な事項を定めるものとする。

（退職派遣者の採用時における処遇）

第７条 退職派遣者（条例第１２条第１号に規定する退職派遣者をい

う。以下同じ。）が公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等

に関する法律 （平成１２年法律第５０号。以下「法」という。）第
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１０条第１項の規定により職員として採用された場合におけるその

者の職務の級（職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委

員会規則６―５）第３条に規定する職務の級をいう。以下この条

において同じ。）について、部内の他の職員との均衡上特に必要

があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、

その者が退職した時の職務の級より上位の職務の級に決定するこ

とができる。

別表（第２条関係）

１０条第１項の規定により職員として採用された場合におけるその

者の職務の級（職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委

員会規則６―５）第３条に規定する職務の級をいう。以下この条

において同じ。）について、部内の他の職員との均衡上特に必要

があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、

その者が退職した時の職務の級より上位の職務の級に決定するこ

とができる。

別表（第２条関係）

省略

財団法人えひめ地域政策研究センター（平成１２年４月１日に

財団法人えひめ地域政策研究センターという名称で設立され

た法人をいう。）

財団法人愛媛県廃棄物処理センター（平成５年９月１日に財

団法人愛媛県廃棄物処理センターという名称で設立された法

人をいう。）

財団法人えひめ産業振興財団（昭和６１年１１月１日に財団法人

愛媛テクノポリス財団という名称で設立された法人をい

う。）

社団法人愛媛県観光協会（平成４年７月２９日に社団法人愛媛

県観光協会という名称で設立された法人をいう。）

財団法人愛媛県国際交流協会（平成元年４月１日に財団法人

愛媛県国際交流協会という名称で設立された法人をいう。）

財団法人えひめ農林漁業担い手育成公社（昭和４６年９月８日

に財団法人愛媛県農業開発公社という名称で設立された法人

をいう。）

財団法人愛媛県動物園協会（昭和６２年４月１日に財団法人愛

媛県動物園協会という名称で設立された法人をいう。）

財団法人愛媛県文化振興財団（昭和５５年１２月２６日に財団法人

愛媛県文化振興財団という名称で設立された法人をいう。）

財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター（昭和５２年６月９日

に財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターという名称で設立

された法人をいう。）

財団法人愛媛県体育協会（昭和４５年９月１４日に財団法人愛媛

県体育協会という名称で設立された法人をいう。）

財団法人愛媛県スポーツ振興事業団（昭和４９年１２月２５日に財

団法人愛媛県スポーツ振興事業団という名称で設立された法

人をいう。）

財団法人砂防・地すべり技術センター（昭和５０年７月２９日に

財団法人砂防・地すべり技術センターという名称で設立され

た法人をいう。）

省略

財団法人えひめ地域政策研究センター

財団法人愛媛県廃棄物処理センター

財団法人えひめ産業振興財団

社団法人愛媛県観光協会

財団法人愛媛県国際交流協会

財団法人えひめ農林漁業担い手育成公社

財団法人愛媛県動物園協会

財団法人愛媛県文化振興財団

財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター

財団法人愛媛県体育協会

財団法人愛媛県スポーツ振興事業団

財団法人砂防・地すべり技術センター

（職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第２条 職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７─０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給料）

第５条の２ 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当す

る場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給す

る。

�～� 省略

（給料）

第５条の２ 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当す

る場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給す

る。

�～� 省略
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� 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛

県条例第４７号。以下「公益的法人等派遣条例」という。）第２

条第１項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に

復帰した場合

�・� 省略

２ 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、

育児休業法第２条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第２

条第１項の規定若しくは公益的法人等派遣条例第２条第１項の規

定により派遣され、自己啓発等休業をし、又は停職にされている

職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合に

は、その給与期間中の給料をその際支給する。

（管理職手当）

第１８条 職員が、月の１日から末日までの期間の全日数にわたつて

勤務しなかつた場合（条例第２１条第１項の場合及び公務上の負傷

若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第

１２１号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤による負傷若し

くは疾病（外国派遣条例第３条第１項に規定する派遣職員の派遣

先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第２条第２項及び第３項

に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）又は公益的法

人等派遣条例第３条第１号に規定する派遣職員の派遣先団体（公

益的法人等派遣条例第２条第３項第１号に規定する派遣先団体を

いう。）の業務上の負傷若しくは疾病若しくは公益的法人等派遣

条例第１２条第１号に規定する退職派遣者の在職する特定法人（公

益的法人等派遣条例第１０条に規定する特定法人をいう。）の業務

上の負傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保険

法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤による負

傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除

く。）は、管理職手当は支給することができない。

（給与から掛金等の額を控除できる団体）

第２０条の３ 条例第２１条の４第１号の人事委員会規則で定める団体

は、次に掲げるとおりとする。

� 財団法人愛媛県職員互助会（昭和５２年１２月２７日に財団法人愛

媛県職員互助会という名称で設立された法人をいう。）

� 財団法人愛媛県警察職員互助会（昭和５３年２月１日に財団法

人愛媛県警察職員互助会という名称で設立された法人をい

う。）

� 財団法人愛媛県教職員互助会（昭和４７年３月１５日に財団法人

愛媛県教職員互助会という名称で設立された法人をいう。）

� 公益法人等への職員の派遣等に関する条例 （平成１３年愛媛

県条例第４７号。以下「公益法人等派遣条例 」という。）第２

条第１項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に

復帰した場合

�・� 省略

２ 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、

育児休業法第２条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第２

条第１項の規定若しくは公益法人等派遣条例 第２条第１項の規

定により派遣され、自己啓発等休業をし、又は停職にされている

職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合に

は、その給与期間中の給料をその際支給する。

（管理職手当）

第１８条 職員が、月の１日から末日までの期間の全日数にわたつて

勤務しなかつた場合（条例第２１条第１項の場合及び公務上の負傷

若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第

１２１号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤による負傷若し

くは疾病（外国派遣条例第３条第１項に規定する派遣職員の派遣

先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第２条第２項及び第３項

に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）又は公益法人

等派遣条例 第３条第１号に規定する派遣職員の派遣先団体（公

益法人等派遣条例 第２条第３項第１号に規定する派遣先団体を

いう。）の業務上の負傷若しくは疾病若しくは公益法人等派遣条

例 第１２条第１号に規定する退職派遣者の在職する特定法人（公

益法人等派遣条例 第１０条に規定する特定法人をいう。）の業務

上の負傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保険

法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤による負

傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除

く。）は、管理職手当は支給することができない。

（給与から掛金等の額を控除できる団体）

第２０条の３ 条例第２１条の４第１号の人事委員会規則で定める団体

は、次に掲げるとおりとする。

� 財団法人愛媛県職員互助会

� 財団法人愛媛県警察職員互助会

� 財団法人愛媛県教職員互助会

（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）

第３条 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（級別資格基準表の適用方法）

第５条 省略

２ 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる

職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用す

る。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところ

による。

�～� 省略

� 前３号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続

いて給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職

（級別資格基準表の適用方法）

第５条 省略

２ 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる

職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用す

る。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところ

による。

�～� 省略

� 前３号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続

いて給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職
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員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者、公益的

法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第

４７号。以下「公益的法人等派遣条例」という。）第１２条第１号

に規定する退職派遣者（以下「退職派遣者」という。）その他

人事委員会の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれら

の者として勤務した後、引き続いて職員となつた者及び前３号

の例により愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

（昭和４１年愛媛県条例第３８号）の適用を受ける者となり、引き

続き同条例の適用を受ける者として勤務した後、引き続いて職

員となつた者

３・４ 省略

（特定の職員の在級年数の取扱い）

第８条の２ 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場

合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職

務の級の在級年数として取り扱うことができる。

� 第１６条及び第１７条の規定の適用を受けた職員並びに公益的法

人等への職員の派遣等に関する規則（愛媛県人事委員会規則６

―１５９。以下「公益的法人等派遣規則」という。）第８条の規

定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあ

らかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

� 省略

（初任給基準を異にする異動）

第２４条 省略

２ 前項の場合における職員の異動後の号給は、前２条の規定にか

かわらず、次の各号に定める号給とする。

� 省略

� その初任給の決定について第１６条若しくは第１７条の規定の適

用を受けた職員又は公益的法人等派遣規則第８条の規定の適用

を受けた職員については、あらかじめ人事委員会の承認を得て

定める基準に従い、前号の規定に準じて再計算した場合にその

異動の日に受けることとなる号給

（研修、表彰等による昇給）

第３２条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当す

る場合には、人事委員会の定めるところにより、当該各号に定め

る日に、職員給与条例第４条第５項又は教育職員給与条例第７条

第１項の規定による昇給をさせることができる。この場合におい

て、第１号及び第２号に該当するときは、あらかじめ人事委員会

の承認を得なければならない。

�～� 省略

� 公務（外国派遣職員の派遣先の業務又は公益的法人等派遣職

員の派遣先団体若しくは退職派遣者の在職する特定法人の業務

を含む。）のため死亡し、又は重度心身障害の状態となつて退

職する場合 死亡又は退職の日

�・� 省略

別表第２１（第６条関係）

経験年数換算表

員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者、公益法

人等への職員の派遣等に関する条例 （平成１３年愛媛県条例第

４７号。以下「公益法人等派遣条例 」という。）第１２条第１号

に規定する退職派遣者（以下「退職派遣者」という。）その他

人事委員会の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれら

の者として勤務した後、引き続いて職員となつた者及び前３号

の例により愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

（昭和４１年愛媛県条例第３８号）の適用を受ける者となり、引き

続き同条例の適用を受ける者として勤務した後、引き続いて職

員となつた者

３・４ 省略

（特定の職員の在級年数の取扱い）

第８条の２ 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場

合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職

務の級の在級年数として取り扱うことができる。

� 第１６条及び第１７条の規定の適用を受けた職員並びに公益法人

等への職員の派遣等に関する規則 （愛媛県人事委員会規則６

―１５９。以下「公益法人等派遣規則 」という。）第８条の規

定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあ

らかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

� 省略

（初任給基準を異にする異動）

第２４条 省略

２ 前項の場合における職員の異動後の号給は、前２条の規定にか

かわらず、次の各号に定める号給とする。

� 省略

� その初任給の決定について第１６条若しくは第１７条の規定の適

用を受けた職員又は公益法人等派遣規則 第８条の規定の適用

を受けた職員については、あらかじめ人事委員会の承認を得て

定める基準に従い、前号の規定に準じて再計算した場合にその

異動の日に受けることとなる号給

（研修、表彰等による昇給）

第３２条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当す

る場合には、人事委員会の定めるところにより、当該各号に定め

る日に、職員給与条例第４条第５項又は教育職員給与条例第７条

第１項の規定による昇給をさせることができる。この場合におい

て、第１号及び第２号に該当するときは、あらかじめ人事委員会

の承認を得なければならない。

�～� 省略

� 公務（外国派遣職員の派遣先の業務又は公益法人等派遣職員

の派遣先団体若しくは退職派遣者の在職する特定法人の業務

を含む。）のため死亡し、又は重度心身障害の状態となつて退

職する場合 死亡又は退職の日

�・� 省略

別表第２１（第６条関係）

経験年数換算表

省略 省略

備考

１～３ 省略

４ ①欄の「国家公務員」とは国家公務員法の適用を受ける

一般職及び特別職の職員をいい、「地方公務員」とは地方

公務員法の適用を受ける一般職及び特別職の職員をいい、

備考

１～３ 省略

４ ①欄の「国家公務員」とは国家公務員法の適用を受ける

一般職及び特別職の職員をいい、「地方公務員」とは地方

公務員法の適用を受ける一般職及び特別職の職員をいい、
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「旧公共企業体職員」とは旧日本国有鉄道の職員等をい

い、「政府関係機関職員」とは法律により政府の業務が一

部移譲されている公庫等 の機関の職員をいい、「外

国政府職員」とは日本国以外の国の政府の職員をいうもの

とする。なお、以上のそれぞれの職員には、現在存在しな

い機関等であつてもそれに準ずるものは、当然含まれる。

５～１５ 省略

別表第３２（第３６条の２関係）

休職期間等調整換算表

「旧公共企業体職員」とは旧日本国有鉄道の職員等をい

い、「政府関係機関職員」とは法律により政府の業務が一

部移譲されている公庫、公団等の機関の職員をいい、「外

国政府職員」とは日本国以外の国の政府の職員をいうもの

とする。なお、以上のそれぞれの職員には、現在存在しな

い機関等であつてもそれに準ずるものは、当然含まれる。

５～１５ 省略

別表第３２（第３６条の２関係）

休職期間等調整換算表

省略 省略

備考 外国派遣職員並びに公益的法人等派遣職員及び退職派遣

者に関するこの表の適用については、外国派遣職員の派遣

先の業務並びに公益的法人等派遣職員の派遣先団体及び退

職派遣者の在職する特定法人の業務（当該業務に係る労働

者災害補償保険法第７条第２項に規定する通勤を含む。）

を公務とみなす。

備考 外国派遣職員並びに公益法人等派遣職員 及び退職派遣

者に関するこの表の適用については、外国派遣職員の派遣

先の業務並びに公益法人等派遣職員 の派遣先団体及び退

職派遣者の在職する特定法人の業務（当該業務に係る労働

者災害補償保険法第７条第２項に規定する通勤を含む。）

を公務とみなす。

（給料表の適用範囲に関する規則の一部改正）

第４条 給料表の適用範囲に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（医療職給料表�の適用範囲）

第４条 医療職給料表�は、子ども療育センター、保健所、食肉衛

生検査センター、動物愛護センター、歯科技術専門学校、家畜保

健衛生所、家畜病性鑑定所、義務教育諸学校及び共同調理場に勤

務する職員並びに財団法人愛媛県動物園協会（昭和６２年４月１日

に財団法人愛媛県動物園協会という名称で設立された法人をい

う。）へ派遣されている職員で、次に掲げるものに適用する。

�～� 省略

（医療職給料表�の適用範囲）

第４条 医療職給料表�は、子ども療育センター、保健所、食肉衛

生検査センター、動物愛護センター、歯科技術専門学校、家畜保

健衛生所、家畜病性鑑定所、義務教育諸学校及び共同調理場に勤

務する職員並びに財団法人愛媛県動物園協会

へ派遣されている職員で、次に掲げるものに適用する。

�～� 省略

（教育職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第５条 教育職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―６０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給料の日割計算）

第２条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当

する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給す

る。

�～� 省略

� 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛

県条例第４７号。以下「公益的法人等派遣条例」という。）第２

条第１項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に

復帰した場合

�・� 省略

２ 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、

育児休業法第２条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第２

条第１項の規定により派遣され、大学院修学休業をし、公益的法

人等派遣条例第２条第１項の規定により派遣され、自己啓発等休

業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職

し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその

際支給する。

（給料の日割計算）

第２条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当

する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給す

る。

�～� 省略

� 公益法人等への職員の派遣等に関する条例 （平成１３年愛媛

県条例第４７号。以下「公益法人等派遣条例 」という。）第２

条第１項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に

復帰した場合

�・� 省略

２ 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、

育児休業法第２条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第２

条第１項の規定により派遣され、大学院修学休業をし、公益法人

等派遣条例 第２条第１項の規定により派遣され、自己啓発等休

業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職

し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその

際支給する。
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（給与から掛金等の額を控除できる団体）

第６条 条例第２０条の４第１号の人事委員会規則で定める団体は、

財団法人愛媛県教職員互助会（昭和４７年３月１５日に財団法人愛媛

県教職員互助会という名称で設立された法人をいう。）とする。

（給与から掛金等の額を控除できる団体）

第６条 条例第２０条の４第１号の人事委員会規則で定める団体は、

財団法人愛媛県教職員互助会

とする。

（職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部改正）

第６条 職員の通勤手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―６５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（返納の事由及び額等）

第１４条 条例第１０条第４項の人事委員会規則で定める事由は、通勤

手当（１箇月の支給単位期間に係るものを除く。）を支給される

職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

�・� 省略

� 月の中途において、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第２８条第２項の規定又は職員の分限に関

する条例（昭和２６年愛媛県条例第４３号。以下「分限条例」とい

う。）第２条の規定により休職にされ、法第５５条の２第１項た

だし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法（昭和２４年法

律第１号）第２６条の規定により大学院修学休業をし、公益的法

人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７

号）第２条第３項第１号に規定する職員派遣（以下「公益的法

人等派遣」という。）をされ、外国の地方公共団体の機関等に

派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第

４号。以下「外国派遣条例」という。）第２条第１項の規定に

より派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定

により育児休業をし、法第２６条の５第１項に規定する自己啓発

等休業をし、又は法第２９条の規定により停職にされた場合であ

つて、これらの期間が２以上の月にわたることとなるとき。

� 省略

２・３ 省略

（支給単位期間）

第１６条 省略

２ 月の中途において、法第２８条第２項又は分限条例第２条の規定

により休職にされ、法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可

を受け、教育公務員特例法第２６条の規定により大学院修学休業を

し、公益的法人等派遣をされ、外国派遣条例第２条第１項の規定

により派遣され、育児休業法第２条の規定により育児休業をし、

法第２６条の５第１項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第２９

条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が２以

上の月にわたることとなつたとき（次項に規定する場合に該当し

ているときを除く。）は、支給単位期間は、その後復職し、又は

職務に復帰した日の属する月の翌月（その日が月の初日である場

合にあつては、その日の属する月）から開始する。

３ 省略

（返納の事由及び額等）

第１４条 条例第１０条第４項の人事委員会規則で定める事由は、通勤

手当（１箇月の支給単位期間に係るものを除く。）を支給される

職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

�・� 省略

� 月の中途において、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第２８条第２項の規定又は職員の分限に関

する条例（昭和２６年愛媛県条例第４３号。以下「分限条例」とい

う。）第２条の規定により休職にされ、法第５５条の２第１項た

だし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法（昭和２４年法

律第１号）第２６条の規定により大学院修学休業をし、公益法人

等への職員の派遣等に関する条例 （平成１３年愛媛県条例第４７

号）第２条第３項第１号に規定する職員派遣（以下「公益法人

等派遣 」という。）をされ、外国の地方公共団体の機関等に

派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第

４号。以下「外国派遣条例」という。）第２条第１項の規定に

より派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定

により育児休業をし、法第２６条の５第１項に規定する自己啓発

等休業をし、又は法第２９条の規定により停職にされた場合であ

つて、これらの期間が２以上の月にわたることとなるとき。

� 省略

２・３ 省略

（支給単位期間）

第１６条 省略

２ 月の中途において、法第２８条第２項又は分限条例第２条の規定

により休職にされ、法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可

を受け、教育公務員特例法第２６条の規定により大学院修学休業を

し、公益法人等派遣 をされ、外国派遣条例第２条第１項の規定

により派遣され、育児休業法第２条の規定により育児休業をし、

法第２６条の５第１項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第２９

条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が２以

上の月にわたることとなつたとき（次項に規定する場合に該当し

ているときを除く。）は、支給単位期間は、その後復職し、又は

職務に復帰した日の属する月の翌月（その日が月の初日である場

合にあつては、その日の属する月）から開始する。

３ 省略

（期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正）

第７条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７─２０４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（期末手当の支給を受ける職員）

第２条 職員給与条例第１９条第１項前段又は教育職員給与条例第１９

条第１項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、それ

ぞれこれらの項に規定する基準日（以下「基準日」という。）に

在職する職員（職員給与条例第１９条の２各号又は教育職員給与条

例第１９条の２各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次

に掲げる職員以外の職員とする。

�～� 省略

� 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛

県条例第４７号。以下「公益的法人等派遣条例」という。）第３

条第１号に規定する派遣職員（以下「公益的法人等派遣職員」

という。）のうち、給与の支給を受けていない職員

� 省略

第３条 職員給与条例第１９条第１項後段又は教育職員給与条例第１９

条第１項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員と

し、これらの職員には、期末手当を支給しない。

�・� 省略

� その退職に引き続き次に掲げる者（非常勤である者にあつて

は、短時間勤務職員その他人事委員会の定める者に限る。）と

なつたもの

ア～ウ 省略

エ 公庫等 の職員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法

律第１８２号）第７条の２第１項に規定する公庫等職員及び特

別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされ

る者のうち人事委員会の定めるものに限る。以下同じ。）

オ 省略

カ 退職派遣者（公益的法人等派遣条例第１２条第１号に規定す

る退職派遣者をいう。以下同じ。）（人事委員会が定めるも

のに限る。）

（特定幹部職員としない職員）

第５条の２ 職員給与条例第１９条第２項の規則で定める職員は、管

理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―６８）別表第１

の区分（以下「管理職手当の区分」という。）が１種に該当する

職を占める職員のうち、次に掲げる職員（休職にされている職員

のうち職員給与条例第２１条第１項に該当する職員以外の職員、外

国派遣職員及び公益的法人等派遣職員を除く。）以外の職員とす

る。

�～� 省略

（加算を受ける職員及び加算割合）

第５条の４ 職員給与条例第１９条第５項の管理又は監督の地位にあ

る職員は、管理職手当の区分が１種に該当する職又は２種に該当

する職（人事委員会が指定する職に限る。）を占める職員のう

ち、第５条の２各号に掲げる職員、一般職の任期付職員の採用等

に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号。以下「任期付職員条

例」という。）第７条第１項に規定する給料表の適用を受ける職

員（４号給以下の号給を受ける職員を除く。以下同じ。）及び一

般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成１３年愛媛県条例

第４６号。以下「任期付研究員条例」という。）第５条第１項に規

定する給料表の適用を受ける職員（３号給以下の号給を受ける職

員を除く。以下同じ。）とする。ただし、休職にされている職員

のうち職員給与条例第２１条第１項に該当する職員以外の職員、外

（期末手当の支給を受ける職員）

第２条 職員給与条例第１９条第１項前段又は教育職員給与条例第１９

条第１項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、それ

ぞれこれらの項に規定する基準日（以下「基準日」という。）に

在職する職員（職員給与条例第１９条の２各号又は教育職員給与条

例第１９条の２各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次

に掲げる職員以外の職員とする。

�～� 省略

� 公益法人等への職員の派遣等に関する条例 （平成１３年愛媛

県条例第４７号。以下「公益法人等派遣条例 」という。）第３

条第１号に規定する派遣職員（以下「公益法人等派遣職員 」

という。）のうち、給与の支給を受けていない職員

� 省略

第３条 職員給与条例第１９条第１項後段又は教育職員給与条例第１９

条第１項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員と

し、これらの職員には、期末手当を支給しない。

�・� 省略

� その退職に引き続き次に掲げる者（非常勤である者にあつて

は、短時間勤務職員その他人事委員会の定める者に限る。）と

なつたもの

ア～ウ 省略

エ 公庫、公団等の職員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法

律第１８２号）第７条の２ に規定する公庫等職員及び特

別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされ

る者のうち人事委員会の定めるものに限る。以下同じ。）

オ 省略

カ 退職派遣者（公益法人等派遣条例 第１２条第１号に規定す

る退職派遣者をいう。以下同じ。）（人事委員会が定めるも

のに限る。）

（特定幹部職員としない職員）

第５条の２ 職員給与条例第１９条第２項の規則で定める職員は、管

理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―６８）別表第１

の区分（以下「管理職手当の区分」という。）が１種に該当する

職を占める職員のうち、次に掲げる職員（休職にされている職員

のうち職員給与条例第２１条第１項に該当する職員以外の職員、外

国派遣職員及び公益法人等派遣職員 を除く。）以外の職員とす

る。

�～� 省略

（加算を受ける職員及び加算割合）

第５条の４ 職員給与条例第１９条第５項の管理又は監督の地位にあ

る職員は、管理職手当の区分が１種に該当する職又は２種に該当

する職（人事委員会が指定する職に限る。）を占める職員のう

ち、第５条の２各号に掲げる職員、一般職の任期付職員の採用等

に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号。以下「任期付職員条

例」という。）第７条第１項に規定する給料表の適用を受ける職

員（４号給以下の号給を受ける職員を除く。以下同じ。）及び一

般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成１３年愛媛県条例

第４６号。以下「任期付研究員条例」という。）第５条第１項に規

定する給料表の適用を受ける職員（３号給以下の号給を受ける職

員を除く。以下同じ。）とする。ただし、休職にされている職員

のうち職員給与条例第２１条第１項に該当する職員以外の職員、外
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国派遣職員及び公益的法人等派遣職員は、除く。

２ 省略

（期末手当に係る在職期間）

第７条 前条第１項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

� 省略

� 基準日以前６箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き

続き職員給与条例又は教育職員給与条例の適用を受ける職員と

なつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した

期間

ア～ウ 省略

エ 公庫等 の職員

オ・カ 省略

２ 省略

（勤勉手当の支給を受ける職員）

第８条 職員給与条例第１９条の４第１項前段又は教育職員給与条例

第１９条の４第１項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員

は、これらの項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員（職

員給与条例第１９条の４第５項において準用する職員給与条例第１９

条の２各号又は教育職員給与条例第１９条の４第５項において準用

する教育職員給与条例第１９条の２各号のいずれかに該当する者を

除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

�～� 省略

� 公益的法人等派遣職員

� 省略

（勤勉手当に係る勤務期間）

第１２条 省略

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算す

る。

�～� 省略

� 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務

員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３

項に規定する通勤による負傷若しくは疾病（外国派遣職員の派

遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第２条第２項及び第

３項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）又は公

益的法人等派遣職員の派遣先団体（公益的法人等派遣条例第２

条第３項第１号に規定する派遣先団体をいう。）の業務上の負

傷若しくは疾病若しくは退職派遣者の在職する特定法人（公益

的法人等派遣条例第１０条に規定する特定法人をいう。）の業務

上の負傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保

険法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤によ

る負傷若しくは疾病を除く。）により勤務しなかつた期間から

次に掲げる事由によつて勤務しなかつた期間（以下「休日等」

という。）を除いた日が３０日を超える場合には、その勤務しな

かつた全期間。ただし、人事委員会の定める期間を除く。

ア～ウ 省略

�～� 省略

国派遣職員及び公益法人等派遣職員 は、除く。

２ 省略

（期末手当に係る在職期間）

第７条 前条第１項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

� 省略

� 基準日以前６箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き

続き職員給与条例又は教育職員給与条例の適用を受ける職員と

なつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した

期間

ア～ウ 省略

エ 公庫、公団等の職員

オ・カ 省略

２ 省略

（勤勉手当の支給を受ける職員）

第８条 職員給与条例第１９条の４第１項前段又は教育職員給与条例

第１９条の４第１項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員

は、これらの項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員（職

員給与条例第１９条の４第５項において準用する職員給与条例第１９

条の２各号又は教育職員給与条例第１９条の４第５項において準用

する教育職員給与条例第１９条の２各号のいずれかに該当する者を

除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

�～� 省略

� 公益法人等派遣職員

� 省略

（勤勉手当に係る勤務期間）

第１２条 省略

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算す

る。

�～� 省略

� 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務

員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３

項に規定する通勤による負傷若しくは疾病（外国派遣職員の派

遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第２条第２項及び第

３項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）又は公

益法人等派遣職員 の派遣先団体（公益法人等派遣条例 第２

条第３項第１号に規定する派遣先団体をいう。）の業務上の負

傷若しくは疾病若しくは退職派遣者の在職する特定法人（公益

法人等派遣条例 第１０条に規定する特定法人をいう。）の業務

上の負傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保

険法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤によ

る負傷若しくは疾病を除く。）により勤務しなかつた期間から

次に掲げる事由によつて勤務しなかつた期間（以下「休日等」

という。）を除いた日が３０日を超える場合には、その勤務しな

かつた全期間。ただし、人事委員会の定める期間を除く。

ア～ウ 省略

�～� 省略

（特地勤務手当等に関する規則の一部改正）

第８条 特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―３６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（特地勤務手当に準ずる手当） （特地勤務手当に準ずる手当）
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第５条 省略

２ 条例第１１条の３第２項の同条第１項の規定による手当を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員

会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

� 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

（平成１２年法律第５０号。以下「公益的法人等派遣法」とい

う。）第１０条第１項の規定により職員として採用され、特地公

署又は準特地公署に在勤することとなつた職員で、当該公署に

在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

� 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署

に在勤する職員で、その特地公署又は準特地公署に該当するこ

ととなつた日（以下「指定日」という。）前３年以内に、国家

公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適

用を受ける職員となり、又は公益的法人等派遣法第１０条第１項

の規定により職員として採用され、当該公署に在勤することと

なつたことに伴なつて住居を移転したもの

３ 条例第１１条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当

の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定めるところによる。

� 国家公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料

表の適用を受ける職員となつて特地公署若しくは準特地公署に

在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前

項第１号に規定する職員 当該職員が給料表の適用を受けるこ

ととなつた日又は公益的法人等派遣法第１０条第１項の規定によ

り職員として採用された日に特地公署又は準特地公署に異動し

たものとした場合に前条の規定により支給されることとなる期

間及び額

� 省略

� 前項第２号に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する公

署が当該職員の給料表の適用を受けることとなつた日又は公益

的法人等派遣法第１０条第１項の規定により職員として採用され

た日前に特地公署又は準特地公署に該当していたものとし、か

つ、当該職員がその日に当該公署に異動したものとした場合に

前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

第５条 省略

２ 条例第１１条の３第２項の同条第１項の規定による手当を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員

会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

� 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

（平成１２年法律第５０号。以下「公益法人等派遣法 」とい

う。）第１０条第１項の規定により職員として採用され、特地公

署又は準特地公署に在勤することとなつた職員で、当該公署に

在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

� 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署

に在勤する職員で、その特地公署又は準特地公署に該当するこ

ととなつた日（以下「指定日」という。）前３年以内に、国家

公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適

用を受ける職員となり、又は公益法人等派遣法 第１０条第１項

の規定により職員として採用され、当該公署に在勤することと

なつたことに伴なつて住居を移転したもの

３ 条例第１１条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当

の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定めるところによる。

� 国家公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料

表の適用を受ける職員となつて特地公署若しくは準特地公署に

在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前

項第１号に規定する職員 当該職員が給料表の適用を受けるこ

ととなつた日又は公益法人等派遣法 第１０条第１項の規定によ

り職員として採用された日に特地公署又は準特地公署に異動し

たものとした場合に前条の規定により支給されることとなる期

間及び額

� 省略

� 前項第２号に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する公

署が当該職員の給料表の適用を受けることとなつた日又は公益

法人等派遣法 第１０条第１項の規定により職員として採用され

た日前に特地公署又は準特地公署に該当していたものとし、か

つ、当該職員がその日に当該公署に異動したものとした場合に

前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

（住居手当に関する規則の一部改正）

第９条 住居手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４５９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（権衡職員の範囲）

第５条の２ 条例第９条の５第１項第３号の人事委員会規則で定め

る職員は、単身赴任手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７

―７６３）第６条第２項に該当する職員で、同項第２号に規定する

満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子が居住

するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転（条

例第１０条第４項に規定する国家公務員等であつた者から引き続き

条例第３条第１項の給料表の適用を受ける職員となつた者にあつ

ては当該適用、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平

成１３年愛媛県条例第４７号）第２条第３項第１号に規定する職員派

遣から職務に復帰した職員又は公益的法人等への一般職の地方公

務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条第１項

の規定により採用された職員にあつては当該復帰又は採用。以下

（権衡職員の範囲）

第５条の２ 条例第９条の５第１項第３号の人事委員会規則で定め

る職員は、単身赴任手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７

―７６３）第６条第２項に該当する職員で、同項第２号に規定する

満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子が居住

するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転（条

例第１０条第４項に規定する国家公務員等であつた者から引き続き

条例第３条第１項の給料表の適用を受ける職員となつた者にあつ

ては当該適用、公益法人等への職員の派遣等に関する条例 （平

成１３年愛媛県条例第４７号）第２条第３項第１号に規定する職員派

遣から職務に復帰した職員又は公益法人等への一般職の地方公務

員の派遣等に関する法律 （平成１２年法律第５０号）第１０条第１項

の規定により採用された職員にあつては当該復帰又は採用。以下
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同じ。）の直前の住居であつた住宅（前条に規定する職員住宅及

び住宅を除く。）又はこれに準ずるものとして人事委員会の定め

る住宅を借り受け、月額１２，０００円を超える家賃を支払つているも

のとする。

同じ。）の直前の住居であつた住宅（前条に規定する職員住宅及

び住宅を除く。）又はこれに準ずるものとして人事委員会の定め

る住宅を借り受け、月額１２，０００円を超える家賃を支払つているも

のとする。

（愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部改正）

第１０条 愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４７９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（基礎在職期間）

第３条の２ 条例第５条の２第２項第１９号に規定する人事委員会規

則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

�～� 省略

� 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛

県条例第４７号）第１８条第１項に規定する場合における再び職員

となつた者の同項に規定する特定法人役職員としての在職期間

（基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い）

第３条の７ 省略

２・３ 省略

４ 退職した者が第１項の規定により特定基礎在職期間において職

員として在職していたものとみなされる場合には、当該特定基礎

在職期間中の次の各号に掲げる期間に関して行われた処分又は行

為は、当該各号に定める期間に関して行われた処分又は行為とみ

なす。

�・� 省略

� 国家公務員法第７９条若しくは地方公務員法第２８条第２項に規

定する休職の期間（公務上の傷病による休職及び通勤による傷

病による休職の期間を除く。）、職員の分限に関する条例（昭

和２６年愛媛県条例第４３号）第２条に規定する休職の期間、同法

第２９条に規定する停職の期間、外国の地方公共団体の機関等に

派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第

４号）第２条第１項の規定による派遣の期間、地方公務員の育

児休業等に関する法律第２条第１項に規定する育児休業の期間

（前号に掲げる期間を除く。）、公益的法人等への職員の派遣

等に関する条例第２条第１項の規定による派遣の期間又は法人

の就業規則等に定められている休職の期間（第１号に掲げる期

間並びに業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休

職の期間を除く。）若しくは停職の期間（これに相当する出勤

停止の期間を含む。）、育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律第５条の規定による育児休

業の期間（前号に掲げる期間を除く。）その他人事委員会が定

める期間 第３条の６第３号に規定する現実に職務に従事する

ことを要しない期間

（基礎在職期間）

第３条の２ 条例第５条の２第２項第１９号に規定する人事委員会規

則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

�～� 省略

� 公益法人等への職員の派遣等に関する条例 （平成１３年愛媛

県条例第４７号）第１８条第１項に規定する場合における再び職員

となつた者の同項に規定する特定法人役職員としての在職期間

（基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い）

第３条の７ 省略

２・３ 省略

４ 退職した者が第１項の規定により特定基礎在職期間において職

員として在職していたものとみなされる場合には、当該特定基礎

在職期間中の次の各号に掲げる期間に関して行われた処分又は行

為は、当該各号に定める期間に関して行われた処分又は行為とみ

なす。

�・� 省略

� 国家公務員法第７９条若しくは地方公務員法第２８条第２項に規

定する休職の期間（公務上の傷病による休職及び通勤による傷

病による休職の期間を除く。）、職員の分限に関する条例（昭

和２６年愛媛県条例第４３号）第２条に規定する休職の期間、同法

第２９条に規定する停職の期間、外国の地方公共団体の機関等に

派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第

４号）第２条第１項の規定による派遣の期間、地方公務員の育

児休業等に関する法律第２条第１項に規定する育児休業の期間

（前号に掲げる期間を除く。）、公益法人等への職員の派遣等

に関する条例 第２条第１項の規定による派遣の期間又は法人

の就業規則等に定められている休職の期間（第１号に掲げる期

間並びに業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休

職の期間を除く。）若しくは停職の期間（これに相当する出勤

停止の期間を含む。）、育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律第５条の規定による育児休

業の期間（前号に掲げる期間を除く。）その他人事委員会が定

める期間 第３条の６第３号に規定する現実に職務に従事する

ことを要しない期間

（単身赴任手当に関する規則の一部改正）

第１１条 単身赴任手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―７６３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（権衡職員の範囲等）

第６条 省略

２ 条例第１０条の２第３項の同条第１項の規定による単身赴任手当

を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして

（権衡職員の範囲等）

第６条 省略

２ 条例第１０条の２第３項の同条第１項の規定による単身赴任手当

を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして
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人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

� 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛

県条例第４７号）第２条第３項第１号に規定する職員派遣から職

務に復帰したこと又は公益的法人等への一般職の地方公務員の

派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条第１項の規

定により職員として採用されたこと（以下「復帰等」とい

う。）に伴い、住居を移転し、第２条に規定するやむを得ない

事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員

で、当該復帰等の直前の住居から当該復帰等の直後に在勤する

公署に通勤することが第３条に規定する基準に照らして困難で

あると認められるもののうち、単身で生活することを常況とす

る職員

�～� 省略

別記様式（第８条、第９条関係） 単身赴任届兼単身赴任手当認定

簿

（表） 省略

（裏）

人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

� 公益法人等への職員の派遣等に関する条例 （平成１３年愛媛

県条例第４７号）第２条第３項第１号に規定する職員派遣から職

務に復帰したこと又は公益法人等への一般職の地方公務員の派

遣等に関する法律 （平成１２年法律第５０号）第１０条第１項の規

定により職員として採用されたこと（以下「復帰等」とい

う。）に伴い、住居を移転し、第２条に規定するやむを得ない

事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員

で、当該復帰等の直前の住居から当該復帰等の直後に在勤する

公署に通勤することが第３条に規定する基準に照らして困難で

あると認められるもののうち、単身で生活することを常況とす

る職員

�～� 省略

別記様式（第８条、第９条関係） 単身赴任届兼単身赴任手当認定

簿

（表） 省略

（裏）

省略 省略

記入上の注意

１～７ 省略

８ 条例第１０条の２第３項に規定する国家公務員等から人事

交流等により引き続き給料表の適用を受けることとなった

職員又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平

成１３年愛媛県条例第４７号）第２条第３項第１号に規定する

職員派遣から職務に復帰した職員若しくは公益的法人等へ

の一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法

律第５０号）第１０条第１項の規定により採用された職員にあ

っては、「異動」とあるのをそれぞれ「適用」又は「復

帰」若しくは「採用」と読み替えて記入すること。

９～１２ 省略

記入上の注意

１～７ 省略

８ 条例第１０条の２第３項に規定する国家公務員等から人事

交流等により引き続き給料表の適用を受けることとなった

職員又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例 （平

成１３年愛媛県条例第４７号）第２条第３項第１号に規定する

職員派遣から職務に復帰した職員若しくは公益法人等への

一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 （平成１２年法

律第５０号）第１０条第１項の規定により採用された職員にあ

っては、「異動」とあるのをそれぞれ「適用」又は「復

帰」若しくは「採用」と読み替えて記入すること。

９～１２ 省略

（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部改正）

第１２条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則（愛媛県人事委員会規

則７─１０２７）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

ア～オ 省略

カ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛

媛県条例第４７号。以下「公益的法人等派遣条例」という。）

第２条第１項の規定により派遣されていた期間

キ 省略

� 復職時調整 初任給規則第３６条の２、職員の育児休業等に関

する条例（平成４年愛媛県条例第２号）第８条、公益的法人等

派遣条例第６条若しくは第１６条又は職員の自己啓発等休業に関

する条例（平成１９年愛媛県条例第５９号）第１０条の規定による号

給の調整をいう。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

ア～オ 省略

カ 公益法人等への職員の派遣等に関する条例 （平成１３年愛

媛県条例第４７号。以下「公益法人等派遣条例 」という。）

第２条第１項の規定により派遣されていた期間

キ 省略

� 復職時調整 初任給規則第３６条の２、職員の育児休業等に関

する条例（平成４年愛媛県条例第２号）第８条、公益法人等派

遣条例 第６条若しくは第１６条又は職員の自己啓発等休業に関

する条例（平成１９年愛媛県条例第５９号）第１０条の規定による号

給の調整をいう。
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�・� 省略

（平成１７年改正条例附則第８項の規定による給料の支給）

第４条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のう

ち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった

職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に該当することとなっ

た職員（人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項にお

いて「特定職員」という。）を除く。）であって、その者の受け

る給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しな

いこととなるものには、その差額に相当する額を、平成１７年改正

条例附則第８項の規定による給料として支給する。

�・� 省略

� 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整を

された場合（第５号に掲げる場合を除く。） 切替日の前日に

復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第３６

条の２、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

（平成１８年愛媛県条例第５号）による改正前の職員の育児休業

等に関する条例第６条又は平成１７年改正条例第７条の規定によ

る改正前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例第６条若

しくは第１６条の規定の例により同日において受けることとなる

給料月額に相当する額

�～� 省略

２ 省略

�・� 省略

（平成１７年改正条例附則第８項の規定による給料の支給）

第４条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のう

ち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった

職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に該当することとなっ

た職員（人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項にお

いて「特定職員」という。）を除く。）であって、その者の受け

る給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しな

いこととなるものには、その差額に相当する額を、平成１７年改正

条例附則第８項の規定による給料として支給する。

�・� 省略

� 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整を

された場合（第５号に掲げる場合を除く。） 切替日の前日に

復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第３６

条の２、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

（平成１８年愛媛県条例第５号）による改正前の職員の育児休業

等に関する条例第６条又は平成１７年改正条例第７条の規定によ

る改正前の公益法人等派遣条例 第６条若

しくは第１６条の規定の例により同日において受けることとなる

給料月額に相当する額

�～� 省略

２ 省略

（職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する規則の一部改正）

第１３条 職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する規則（愛媛県人事委員会規則８─０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（県又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法

人）

第４条 条例第２条第４項の人事委員会規則で定める法人は、次に

掲げる法人とする。

�～� 省略

� 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則（愛媛県人事委

員会規則６―１５９）別表に掲げる団体

� 省略

（職員としての在職期間に含まれる休職の期間）

第８条 省略

２ 前項の規定の適用については、外国の地方公共団体の機関等に

派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第４

号）第３条第１項に規定する派遣職員（次条第１号において「外

国派遣職員」という。）の派遣先の機関の業務又は公益的法人等

への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７号）第

３条第１号に規定する派遣職員（次条第１号において「団体派遣

職員」という。）の派遣先団体（同条例第２条第３項第１号に規

定する派遣先団体をいう。次条第１号において同じ。）の業務

（当該業務に係る労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）

第７条第２項に規定する通勤（当該業務に係る就業の場所を地方

公務員災害補償法第２条第２項第１号及び第２号に規定する勤務

場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限

る。）を含む。次条第１号において同じ。）を公務とみなす。

（県又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法

人）

第４条 条例第２条第４項の人事委員会規則で定める法人は、次に

掲げる法人とする。

�～� 省略

� 公益法人等への職員の派遣等に関する規則 （愛媛県人事委

員会規則６―１５９）別表に掲げる団体

� 省略

（職員としての在職期間に含まれる休職の期間）

第８条 省略

２ 前項の規定の適用については、外国の地方公共団体の機関等に

派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第４

号）第３条第１項に規定する派遣職員（次条第１号において「外

国派遣職員」という。）の派遣先の機関の業務又は公益法人等へ

の職員の派遣等に関する条例 （平成１３年愛媛県条例第４７号）第

３条第１号に規定する派遣職員（次条第１号において「団体派遣

職員」という。）の派遣先団体（同条例第２条第３項第１号に規

定する派遣先団体をいう。次条第１号において同じ。）の業務

（当該業務に係る労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）

第７条第２項に規定する通勤（当該業務に係る就業の場所を地方

公務員災害補償法第２条第２項第１号及び第２号に規定する勤務

場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限

る。）を含む。次条第１号において同じ。）を公務とみなす。

（職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改正）
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第１４条 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２─１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（新たに条例の適用を受ける職員の年次休暇の付与）

第１０条 国若しくは他の地方公共団体若しくは国家公務員退職手当

法（昭和２８年法律第１８２号）第７条の２第１項に規定する公庫等の

うち人事委員会が定めるものの職員であつた者が人事交流により

引き続き職員となつた場合又は公益的法人等への職員の派遣等に

関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７号）第１２条第１項に規定す

る退職派遣者であつた者が公益的法人等への一般職の地方公務員

の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条第１項の規

定により職員として採用された場合の当該職員の年次休暇の日数

の取扱いについては、第４条の規定にかかわらず、職員との権衡

を考慮して別に定める。

２ 省略

（新たに条例の適用を受ける職員の年次休暇の付与）

第１０条 国若しくは他の地方公共団体若しくは国家公務員退職手当

法（昭和２８年法律第１８２号）第７条の２第１項に規定する公庫等の

うち人事委員会が定めるものの職員であつた者が人事交流により

引き続き職員となつた場合又は公益法人等への職員の派遣等に関

する条例 （平成１３年愛媛県条例第４７号）第１２条第１項に規定す

る退職派遣者であつた者が公益法人等への一般職の地方公務員の

派遣等に関する法律 （平成１２年法律第５０号）第１０条第１項の規

定により職員として採用された場合の当該職員の年次休暇の日数

の取扱いについては、第４条の規定にかかわらず、職員との権衡

を考慮して別に定める。

２ 省略

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部改正）

第１５条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２─４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（新たに条例の適用を受ける職員の年次休暇の付与）

第１０条 国若しくは他の地方公共団体若しくは国家公務員退職手当

法（昭和２８年法律第１８２号）第７条の２第１項に規定する公庫等の

うち人事委員会が定めるものの職員であつた者が人事交流により

引き続き職員となつた場合又は公益的法人等への職員の派遣等に

関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７号）第１２条第１項に規定す

る退職派遣者であつた者が公益的法人等への一般職の地方公務員

の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条第１項の規

定により職員として採用された場合の当該職員の年次休暇の日数

の取扱いについては、第３条第２項及び第３項の規定にかかわら

ず、職員との権衡を考慮して別に定める。

２ 省略

（新たに条例の適用を受ける職員の年次休暇の付与）

第１０条 国若しくは他の地方公共団体若しくは国家公務員退職手当

法（昭和２８年法律第１８２号）第７条の２第１項に規定する公庫等の

うち人事委員会が定めるものの職員であつた者が人事交流により

引き続き職員となつた場合又は公益法人等への職員の派遣等に関

する条例 （平成１３年愛媛県条例第４７号）第１２条第１項に規定す

る退職派遣者であつた者が公益法人等への一般職の地方公務員の

派遣等に関する法律 （平成１２年法律第５０号）第１０条第１項の規

定により職員として採用された場合の当該職員の年次休暇の日数

の取扱いについては、第３条第２項及び第３項の規定にかかわら

ず、職員との権衡を考慮して別に定める。

２ 省略

（法人たる職員団体に関する規則の一部改正）

第１６条 法人たる職員団体に関する規則（愛媛県人事委員会規則１３─１９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

法人である登録職員団体に関する規則

（この規則の目的）

第１条 この規則は、法人である登録職員団体に関し必要な事項を

定めることを目的とする。

（法人となる旨の申出）

第２条 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５３条の規定により

登録された職員団体が職員団体等に対する法人格の付与に関する

法律（昭和５３年法律第８０号。以下「法」という。）第３条第１項

の規定により法人となる旨の申出 をする場合には、申出書を人

事委員会に提出しなければならない。

（登記完了の届出）

第３条 法人である登録職員団体（以下「職員団体」という。）

が、法第４５条の規定により設立の登記、法第４７条第２項の規定に

法人たる職員団体 に関する規則

（この規則の目的）

第１条 この規則は、法人たる職員団体 に関し必要な事項を

定めることを目的とする。

（法人となる旨の申出）

第２条 登録を受けた職員団体が、地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第５４条

の規定により法人となる旨の申し出をする場合には、申出書を人

事委員会に提出しなければならない。

（登記完了の届出）

第３条 法人たる職員団体 （以下「職員団体」という。）

が、民法（明治２９年法律第８９号。以下「法」という。）第４５条の
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より登記事項の変更の登記、法第４８条第１項の規定により主たる

事務所の移転の登記、法第４９条の規定により職務の執行の停止の

仮処分等の登記、法第５１条第１項の規定により従たる事務所を設

けた場合の登記、同条第４項の規定により登記事項の変更の登記

及び法第５２条第１項の規定により従たる事務所の移転の登記をし

たときは、登記完了後２週間以内に、届出書に登記事項証明書を

添えてその旨を人事委員会に届け出なければならない。

（解散登記等の届出）

第４条 職員団体が解散し、清算人が、法第５０条第１項の規定によ

り職員団体の解散登記、同条第２項の規定により清算人の就職登

記をしたときは、登記完了後２週間以内に、届出書に登記事項証

明書を添えて、人事委員会に提出しなければならない。

第５条 省略

規定により法人設立の登記、法第４６条の規定により登記事項変更

の登記及び法第４８条の規定により事務所の移転登記

をし

たときは、登記完了後２週間以内に、届出書に登記事項証明書を

添えてその旨を人事委員会に届け出なければならない。

（残余財産の処分）

第４条 法第７２条第２項の規定により、残余財産の処分の許可を受

けようとする職員団体は、解散事由及び処分方法を記載した申請

書に、財産目録及びその処分方法が正規の手続きにより、決定し

たことを証するに足る書類を添えて、人事委員会に提出しなけれ

ばならない。

２ 人事委員会は、前項の規定による申請書を受理したときは、す

みやかにこれを審査し、許可又は不許可の処分をするものとす

る。

３ 人事委員会は、前項の処分をするために必要があると認めると

きは、当該職員団体に対して、必要な書類を提出させ又は説明を

求めることができる。

（解散登記等の届出）

第５条 職員団体が解散し、清算人が、法第７７条第１項の規定によ

り職員団体の解散登記、同条第２項の規定により清算人の就職登

記をしたときは、登記完了後２週間以内に、届出書に登記事項証

明書を添えて、人事委員会に提出しなければならない。

第６条 省略

附 則

この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０６２
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年１１月２８日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則等の一部を改正する規則

（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（級別資格基準表の適用方法）

第５条 省略

２ 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる

職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用す

る。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところ

による。

�～� 省略

� 前３号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続

いて給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職

員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫

に勤務する者、公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平

成１３年愛媛県条例第４７号。以下「公益法人等派遣条例」とい

（級別資格基準表の適用方法）

第５条 省略

２ 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる

職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用す

る。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところ

による。

�～� 省略

� 前３号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続

いて給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職

員、国家公務員、公庫の予算及び決算に関する法律（昭和２６年

法律第９９号）第１条に規定する公庫（以下「公庫」という。）

に勤務する者、公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平

成１３年愛媛県条例第４７号。以下「公益法人等派遣条例」とい
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う。）第１２条第１号に規定する退職派遣者（以下「退職派遣

者」という。）その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者と

なり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員

となつた者及び前３号の例により愛媛県企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３８号）の適用を

受ける者となり、引き続き同条例の適用を受ける者として勤務

した後、引き続いて職員となつた者

３・４ 省略

（人事交流等により異動した場合の号給）

第１６条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつ

た者の号給について、前２条の規定による場合は、著しく部内の

他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかか

わらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定

することができる。

�～� 省略

� 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者

�・� 省略

う。）第１２条第１号に規定する退職派遣者（以下「退職派遣

者」という。）その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者と

なり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員

となつた者及び前３号の例により愛媛県企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３８号）の適用を

受ける者となり、引き続き同条例の適用を受ける者として勤務

した後、引き続いて職員となつた者

３・４ 省略

（人事交流等により異動した場合の号給）

第１６条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつ

た者の号給について、前２条の規定による場合は、著しく部内の

他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかか

わらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定

することができる。

�～� 省略

� 公庫 に勤務する者

�・� 省略

（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部改正）

第２条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則（愛媛県人事委員会規

則７－１０２７）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない県

職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員、沖縄振興開発金

融公庫

に勤務する者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者で

あった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を

受ける職員となった者をいう。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない県

職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員、公庫の予算及び

決算に関する法律（昭和２６年法律第９９号）第１条に規定する公

庫に勤務する者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者で

あった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を

受ける職員となった者をいう。

（職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する規則の一部改正）

第３条 職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する規則（愛媛県人事委員会規則８－０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（県又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法

人）

第４条 条例第２条第４項の人事委員会規則で定める法人は、次に

掲げる法人とする。

� 沖縄振興開発金融公庫

�～� 省略

（県又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法

人）

第４条 条例第２条第４項の人事委員会規則で定める法人は、次に

掲げる法人とする。

� 公庫の予算及び決算に関する法律（昭和２６年法律第９９号）第

１条に規定する公庫

�～� 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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人事委員会告示

公安委員会規則

�愛媛県人事委員会告示第３号
へき地等学校の指定（平成１３年１２月愛媛県人事委員会告示第２号）の一部を次のように改正し、平成２０年１２月１日から施行する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１ へき地学校

� 小学校の部

１ へき地学校

� 小学校の部

市郡名 学 校 名 級別区分 市郡名 学 校 名 級別区分

省略 省略

西予市 西予市立大野ヶ原小学校 ４級 西予市

省略

２級 西予市立大野ヶ原小学校

省略

２級

省略 省略

省略 省略

� 省略

２・３ 省略

� 省略

２・３ 省略

�愛媛県公安委員会規則第８号
愛媛県道路交通規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年１１月２８日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

愛媛県道路交通規則等の一部を改正する規則

（愛媛県道路交通規則の一部改正）

第１条 愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（フレキシブルディスクによる手続）

第３１条 運転免許取得者教育の認定に関する規則第５条第１項の

規定による申請書の提出並びに同条第２項の規定による定款

、運転免許取得者教育指導員の名簿、教材の一覧表及び

教育計画書の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類

に記載されている事項を記録したフレキシブルディスク及びフレ

キシブルディスク提出票（別記様式第３２号）を提出することによ

り行うことができる。

２～５ 省略

（フレキシブルディスクによる手続）

第３１条 運転免許取得者教育の認定に関する規則第５条第１項の

規定による申請書の提出並びに同条第２項の規定による定款又は

寄附行為、運転免許取得者教育指導員の名簿、教材の一覧表及び

教育計画書の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類

に記載されている事項を記録したフレキシブルディスク及びフレ

キシブルディスク提出票（別記様式第３２号）を提出することによ

り行うことができる。

２～５ 省略

（更新時講習の実施に関する規則の一部改正）

第２条 更新時講習の実施に関する規則（平成１４年愛媛県公安委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２７４



公安委員会告示

公営企業管理規程

改 正 後 改 正 前

（更新時講習の委託）

第２条 法第１０８条の２第３項の規定により、更新時講習の実施を

社団法人愛媛県交通安全協会（昭和３９年３月１５日に社団法人愛

媛県交通安全協会という名称で設立された法人をいう。）に委託す

る。

（更新時講習の委託）

第２条 法第１０８条の２第３項の規定により、更新時講習の実施を

社団法人愛媛県交通安全協会

に委託す

る。

（愛媛県警察組織規則の一部改正）

第３条 愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（警務課）

第２６条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 県警察の所管に係る特例民法法人の監督に関する総合調整に

関すること。

�～� 省略

（警務課）

第２６条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 県警察の所管に係る地方公益法人の監督に関する総合調整に

関すること。

�～� 省略

附 則

この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。

�愛媛県公安委員会告示第１号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づき、試験事務を指定試験機関に行わせることとした件（昭和６０年３月愛

媛県公安委員会告示第２号）の一部を次のように改正し、平成２０年１２月１日から施行する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２０条第５項の規定に基づき、同項に規定する試験事

務を同項の指定試験機関に行わせることとしたので、遊技機の認定

及び型式の検定等に関する規則（昭和６０年国家公安委員会規則第４

号）第１２条第１項の規定により次のとおり告示する。

１ 省略

２ 指定試験機関の名称 財団法人保安電子通信技術協会（昭和５７

年５月１０日に財団法人保安電子通信技術協会という名称で設立

された法人をいう。）

３ 指定試験機関の住所 東京都墨田区太平四丁目１番３号

４ 指定試験機関の代表者の氏名 吉野準

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２０条第５項の規定に基づき、同項に規定する試験事

務を同項の指定試験機関に行わせることとしたので、遊技機の認定

及び型式の検定等に関する規則（昭和６０年国家公安委員会規則第４

号）第１２条第１項の規定により次のとおり告示する。

１ 省略

２ 指定試験機関の名称 財団法人保安電子通信技術協会

３ 指定試験機関の住所 東京都江東区東陽四丁目１１番３８号

４ 指定試験機関の代表者の氏名 山本鎭彦

�愛媛県公営企業管理規程第１１号
公益法人等に派遣される企業職員の給与に関する管理規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２０年１１月２８日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

公益法人等に派遣される企業職員の給与に関する管理規程の一部を改正する管理規程

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２７５



公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２０年１１月２８日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

１ 入札に付する事項

� 件名

医療機器の借入れ

� 借入物品名及び数量

ＣＲシステム１式及びＰＡＣＳ（医用画像情報システム）２

式（保守付きリース）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２１年３月３１日から平成２７年３月３０日まで

� 借入場所

愛媛県今治市石井町四丁目５の５

愛媛県立今治病院

愛媛県新居浜市本郷三丁目１番１号

愛媛県立新居浜病院

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金（保守料金含む。）とす

ること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２０年度の製造の請負等に係る一般競

争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項

に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を借入期間の開始までに確実に納入でき

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件賃貸

借の仕様の策定に直接関与していない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

� 入札書の受領期限

平成２１年１月１４日（水）午後３時

� 入札説明書の交付方法

ア 交付場所

�に掲げる場所で交付する。
イ 交付期間

公告の日から平成２０年１２月２２日（月）まで。ただし、執務

時間中（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午

後５時３０分までをいう。以下同じ。）に限る。

� 開札の日時及び場所

平成２１年１月１４日（水）午後３時

愛媛県公営企業管理局会議室

� 入札書の提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に

関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一

般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業

者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に

準ずるもの。以下「郵便等」という。）により提出すること。

電送による提出は認めない。

� 郵便等による入札の取扱い

郵便等による入札の場合は、入札書は、平成２１年１月１３日

（火）午後５時３０分までに�に掲げる場所に必着のこと。
４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの

公益法人等に派遣される企業職員の給与に関する管理規程（平成１４年愛媛県公営企業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

公益的法人等に派遣される企業職員の給与に関する管理規程

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条

例第４７号）第２条第１項の規定により派遣される企業職員に支給す

る給与に関しては、同条例第４条に規定する派遣職員の例による。

公益法人等 に派遣される企業職員の給与に関する管理規程

公益法人等への職員の派遣等に関する条例 （平成１３年愛媛県条

例第４７号）第２条第１項の規定により派遣される企業職員に支給す

る給与に関しては、同条例第４条に規定する派遣職員の例による。

附 則

この管理規程は、平成２０年１２月１日から施行する。

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２７６



正 誤

規定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し

た物品を納入できることを証明する書類を、平成２０年１２月２２

日（月）までの執務時間中に３�に掲げる場所へ提出しなけ
ればならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説

明を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ 入札書は、封入して、受領期限までに提出しなければなら

ない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：

� Computed Radiography system，１ set

� Picture Archiving and Communication System，２ set

	 Time limit of tender：３：００ p．m．，１４ Jan２００９

（tenders submitted by mail：５：３０ p．m．，１３ Jan２００９）

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

�正 誤

平成２０年１１月４日付け第２０１３号監査公表（公表第３５号）中

ページ 箇 所 誤 正

１１７９
（監査の結果）
２０ 表中
１５年度欄

２１２，６４６ ３１５，７４７

１１７９ 同表中
１６年度欄 ３１５，７４７ ２１２，６４６

平成２０年１１月２８日 発行

愛 媛 県 報平成２０年１１月２８日 第２０２０号

１２７７


